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Ⅰ－１ 健康づくりの推進 (P35-P37) 

項  目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

 

 

 

 

 

（政策の現状） 

①健康的な生活習慣の確立 

自分の健康状態の把握や生活習慣の見直しの機会である特定健診や各種がん検診の受診者数は、検診の周知方法や実施体制の工夫等により、増

加傾向にあります。 

生活習慣病予防では、中でもメタボリックシンドロームの予防のための肥満対策に取り組んでいますが、明らかな改善は見られていない状況です。しか

し、全ての生活習慣病のリスクとなる喫煙については、健診受診者において減少傾向にあります。 

 また、市民一人ひとりが健全な生活習慣や食生活を実践し、生涯を心身ともに健康で豊かな生活を送るため、食についての意識を高める目的から「三

沢市食育推進計画」の策定を行いました。 

②母子の健康づくりの推進 

母子保健法に基づいて、妊婦委託健康診査・赤ちゃんの全戸訪問・妊産婦・乳幼児健康診査・思春期の保健指導事業を通して、継続的に母子の支

援を行い、育児不安の軽減と安心して出産・子育てできる環境づくりに取り組んでいます。 

③心の健康づくりの推進 

心の健康に関する訪問・相談件数は増加しており、特に緊急対応の必要な事例や複雑で処遇困難な事例が増えています。そのため、関係機関との

連携強化に努めるとともに精神保健相談員による相談窓口の開設を行いました。 

また、心の健康に関する関心や理解を深めるために、市職員や地域で活動している組織を対象とした講演会、リーフレットや相談窓口一覧表を作成

し、配布・広報やホームページ等を通じて普及啓発活動の充実を図りました。 

 

（市民意見の分析） 

①健康的な生活習慣の確立 

②母子の健康づくりの推進 

③心の健康づくりの推進 

 三沢市総合振興計画後期基本計画策定のための市民アンケート調査結果を見る

と健康づくりへの支援および各種健康診断事業の実施については、いずれも満足と

評価されており、要因としては特定健診・各種がん検診や母子の健康づくり事業等

の充実が考えられます。 

 このことから、健康づくりの推進については、順調に進んでいるものと思われます。 

 

 

課  題 

 

 

 

 

①健康的な生活習慣の確立 

各種検診受診率が増加しているものの、国で掲げている目標受診率には及ばない状況であり、今後の対応として実施体制や周知方法の検討、未受

診者の受診勧奨等の強化をし、検診受診率の向上を図る必要があります。 

また、肥満者の割合が以前より高いため、今後も生活習慣病予防や健康づくりのために食習慣や運動に関す知識の普及が重要です。 

②母子の健康づくりの推進 

妊娠、出産、育児を取り巻く環境は大きく変化しており、このことから、今後においても関係機関と連携して各事業を実施し、健やかに生まれ育つ環境

づくりを推進することが重要となっています。 

③心の健康づくりの推進 

うつ病・自殺対策は、経済状況、労働実態、学校のいじめ、虐待、DV など多岐にわたることから、今後も広く市民に対しこころの健康づくりに関する知

識の普及に努め、関係機関との連携を強化し、地域において、気づき・話を聴いて・つなげる等（大切ないのちを守るための）地域力を高め、地域・行政・

関係機関が連携し、心の健康づくりの推進に努める必要があります。 

 

 

後 期 基 

本 計 画 に

て加える・

省 く 施 策

（ 案 ） 

 

 

なし 

 

（市民アンケート結果） 

□「健康づくりへの支援」への満足度 

満足 52.6% 不満足 39.7%□「心身共に健康に生活している」へ

の回答 

肯定的回答 74.2% 否定的回答 23.1% 

□「ウォーキングなどの健康づくり」をしている 

はい 43% いいえ 54.8% 

□「市の福祉サービスや相談体制に満足している」への回答 肯

定的回答 42.9% 否定的回答 51.5% 
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Ⅰ－２ 地域医療の充実 (P38-P40) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

 

（政策の現状） 

①医療施設の充実 

平成２３年度に三沢市立三沢病院新築移転事業は完了しました。また、質の高い医療サービスを提供するための医療機器等の整備・更新とその稼働

のための研修も計画どおり進んでいます。 

②医師等の人材確保と医療の質の向上 

医師の充足率は平成 23 年度末では 100％に満たない状況ですが、前期基本計画の最終年度である平成 24 年度中には、100％の目標を達成できる

見込みです。このことが経営の安定化につながり、ひいては医療の質の向上をもたらします。 

各種研修や学会への参加・発表を通じ高度な医療の知識技術の習得を図ると共に、専門医、認定医師、認定看護師、認定薬剤師等の資格取得・維

持に努めており、また、研究図書の充実を図っています。 

③医療の連携体制の充実 

当院の初診患者に占める紹介患者の割合、初診患者に占める他の医療機関へ紹介した患者の割合が目標を上回っており、他医療機関との円滑な

交流・密な連絡での連携が可能となってきています。 

 しかし、市民や周辺町村への「かかりつけ医」の周知が図られていないため、地域の民間医療機関と病院、介護施設等が患者さんの病状を同じレベル

で把握し継続的な医療、介護を提供できるシステムが確立されていない状況です。 

 

（市民意見の分析） 

①医療施設の充実 

②医師等の人材確保と医療の質の向上 

③医療の連携体制の充実 

 市民アンケート 

市民アンケートの属性で、定期的に通院している人が 56％もいます。 

・暮らす場所を選ぶ際に重視する項目では、医療の安全さが第 2位となっています。 

・分野別にみた現状満足度評価では、医療体制の整備・充実への不満がマイナス 1.74 

（最大 7）となっています。 

・分野別にみた今後のまちづくりの重要度評価では、医療体制の整備・充実が第 2位となって

います。 

・満足度と重要度の相関では、医療体制の整備・充実が第 3位となっています。 

・普段の生活で感じていることについては、安心して質の高い医療が受けられているに対して

否定的比率が第 12 位となっていますが、51.4％という結果です。（肯定的比率 45.8%）肯定的

比率よりも否定的比率が高いのは 30 代～50 代となっています。 

・かかりつけ医の有無については、かかりつけ医を持っていると回答した方が 60.6%であり年齢層が低い世代は当然低くなり、全体では良い方なのでは

ないかと思われます。 

・今後積極的に取り組むべき施策項目では、医療体制の充実が 40.5%で第 1位、医療費などの負担軽減が 35.6%で第 2位となっています。 

 ワークショップ 

・市立病院のスタンスの案内が不十分なため、市民に戸惑いがあるという意見がありました。 

・専任のメディカルソーシャルワーカーをおくべきではないかという意見がありました。 

 

課 題 ①医療施設の充実 

質の高い医療サービス提供のため、計画的な最新の医療機器等の設置と職員の研究・研修は引き続き重要であると考えます。 

②医師等の人材確保と医療の質の向上 

医師、看護師をはじめとする医療スタッフ確保のための更なる環境整備が必要です。 

③医療の連携体制の充実 

全国的に勤務医、看護師不足が深刻化する中、当院においても地域の中核的総合病院としての機能を維持するためには、「かかりつけ医」のより一層

の促進とともに、地域における医療機能の分担と共同利用など、より緊密な連携が求められています。加えて、市民の包括的健康管理（プライマリ・ケア）

のため、医療・保健・福祉など関係機関との一体的な連携による推進体制の整備を図る必要があります。（メディカルソーシャルワーカー設置の検討） 

 

後 期 基 本

計 画 に 加

え る ・ 省 く

施 策 （ 案 ） 

質の高い医療と良いサービスを提供し、地域住民から愛され信頼される病院をめざします。 

①医療施設の充実 

めまぐるしく進歩する医療を的確に市民に提供するため、時宜にかなった医療機器等の整備を行います。 

②医師等の人材確保と医療の質の向上 

医師の招聘や看護師などの医療スタッフを確保し、高度医療の習得を図ります。 

具体例：医師 

・医師の学術的な要求に応えます。学会への参加、論文発表などを積極的に推し進め、専門医、認定医師の資格取得、維持を図ります。 

・女性医師の確保対策に重点的に取り組みます。24 時間保育と病児・病後児保育の充実を図ります。 

・教育環境、生活の利便性など住環境の整備を行います。 

・大学医学部他、関係機関に対する派遣要請を行います。 

・臨床研修医等を受け入れます。 

・病院ホームページやメディアでの医師募集記事掲載を行います。 

・医師の待遇改善や医師の勤務環境の整備を図ります。 

具体例：看護師などのコメディカル 

・各種研修や学会への参加・発表を通じ高度な医療の知識技術を習得し、認定看護師、認定薬剤師等の資格取得を図ります。 

・研究図書の充実を図っています。 

③医療の連携体制の充実 

地域における医療機関相互の連携と機能を分担することにより、かかりつけ医を定着させ、包括的な地域医療連携の下、効率的な医療供給体制の確

立を目指します。 

    

 

（市民アンケート結果） 

□「医療体制の整備・充実」への満足度 

満足 37% 不満足 56.2% 

□「安心して質の高い医療が受けられている」への

回答 肯定的回答 45.8% 否定的回答 51.4% 

□「 かかりつけ医がいる」への回答 

はい 60.6% いいえ 37.9% 
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Ⅰ－３ 福祉の充実 ①地域福祉の充実 (P41) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

 

（政策の現状） 

①地域福祉の充実 

平成 24年 3月、三沢市地域福祉計画を策定し、「思いやり地域で支える福祉の輪」を基本理念として、総合振興計画と整合性を図りながら実施するこ

ととしました。この計画の実施期間は平成24年度から28年度の 5ヶ年で、地域住民、福祉事業者、行政が役割分担し、一体となって地域福祉の推進に

取り組んでいくものです。 

 また、拠点施設となる総合社会福祉センターを適切に管理運営するとともに平成 23年度には福祉バスを更新し、地域福祉活動を活発化するための基

盤整備を図りました。 

 さらに、三沢市社会福祉協議会へは、毎年、人件費等の補助金を支出し多様な地域福祉事業の実施と育成に努めています。また、市社協には、配食

サービス、移送サービス、福祉安心電話事業、いきいきパス事業、ほのぼのコミュニティ 21 推進事業等を委託し、サービスを必要とする市民の便宜を図

り、一定の成果を上げているところです。 

 また、三沢市民生委員児童委員協議会等の団体に補助金を交付し、地域福祉の中核となる団体の育成に努めています。 

 

 

（市民意見の分析） 

①地域福祉の充実 

市民アンケートにおいて、福祉全般については、「市の福祉サービスや相談体制に満足し

ているか」との質問に対し、「そう思う」「まあそう思う」と答えた割合が 42.9％に留まっていま

す。これは地域福祉計画策定時のアンケート（平成 23 年度実施）で「福祉サービスや福祉施

設についてどの程度知っているか」という質問に「ほとんど知らない」と回答した人が 66.1％で

あったことも無関係ではないと思われます。市民への福祉サービス情報のＰＲ不足がその一

因として考えられます。 

 また、市民アンケートで「隣近所や地域の方々と交流や助け合いがあるか」との質問では、

肯定的比率が 49.3％、否定的比率が 47.9％で若干肯定派が多く、地域福祉活動につなが

ると思われます。一方で、「昨年 1 年間福祉活動に参加したことがあったか」という質問には「はい」が 20.8％に過ぎない状況でした。福祉活動が具体的

に何を意味するのか不明ということもあったのではと思いますが、地域福祉計画のアンケートで「地域の行事、地域活動にどの程度参加しているか」という

問いに、「参加していない、あまり参加していない」と答えた人が 53.8％であったことから、約半数の市民は地域と交流し関心もありますが、他の半数は時

間的な余裕のなさ等から地域に関わっていないと考えられます。 

 いずれにしても、市民アンケートの満足度評価と重要度評価の座標軸においては「地域福祉体制、福祉活動への支援」はちょうど中心部に位置し、最

優先されるべきものと考えられているわけでも、優先度が低いと考えられているわけでもないということになります。 

 これは、現状でよいということではなく、地域福祉体制とは何か？という具体的なイメージを市民が持てないため、現状では評価できないという意味も含

まれていると思われます。 

 

 

課 題 ①地域福祉の充実 

地域福祉の充実における課題は以下の 3点が挙げられます。 

・1 点目は、地域福祉を担う、行政、福祉事業者、協力団体それぞれが役割を自覚し、連携を深めることです。 

（市と社協、社協と町内会、民生委員等との連携をスムーズにすることが今後の課題です。） 

・2 点目は、市民に地域福祉とは何か、現状、目指す姿等を周知し、共通理解を図ることです。 

（これまでは、市社協や事業者、ボランティア団体が中心となって実施する広い地域福祉がメインでしたが、今後は隣近所がお互いに助け合う地域福

祉の実践が課題となります。また、そうすることによって、市民にもわかりやすい地域福祉となります。） 

・3 点目としては、市として、地域福祉の担い手となる事業者、団体を支援するとともに、自ら進んで活動する市民の育成に努めることです。（地域福祉

計画に盛り込まれているように、広報広聴課が中心となって実施してきた協働のまちづくりを積極的に取り込んでいく必要があります。） 

 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①地域福祉の充実 

（追加する施策） 

 前期基本計画政策の進捗状況と課題による考察から、後期基本計画においては全体的に地域福祉計画との整合性を図らねばならないため、「地域福

祉計画の着実な実施」を加えます。 

（名称等を変更する施策） 

前期計画の施策に掲げられた「ボランティアやＮＰＯ活動の体制強化」は、「福祉関係団体（協力団体）の支援及び連携強化」等とし、施策の事業に挙

げられている「地区社会福祉協議会の設立」は、市社協の事業ですが、凍結状態であり実現性がないため外す必要があります。また、「福祉ＮＰＯの支

援」は福祉ＮＰＯ以前に、継続的に活動している市社協や民生委員児童委員協議会等への支援を明確にする必要があると考えます。 

また、前期計画の施策「自立を支援する福祉サービスの提供」は、タイトルが障害者自立支援法と混同し誤解を与えるため、「地域福祉活動の基盤整

備」等に言い換える必要があります。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「地域福祉体制、福祉活動への支援」への満足度 

満足 50% 不満足 41.3% 

□ 「福祉活動への参加している」への回答 

はい 20.8% いいえ 77.2% 

□「市の福祉サービスや相談体制に満足している」への

回答 肯定的回答 42.9% 否定的回答 51.5% 
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Ⅰ－３ 福祉の充実 ②児童福祉の充実 (P42) 

項 目 政策の評価 

前期基本

計画政策

の進捗状

況 

 

（政策の現状） 

②児童福祉の充実 

少子化が進展する中で、核家族化の進行、家庭・地域での子育て力・子育て機能の低下、女性の社会進出、雇用・労働形態の変化等、子どもや子育

て世帯を取巻く環境は必ずしも良好とはいえない状況にあり、保育サービスに対する需要は増大し子育て支援に対するニーズは一層多様化しています。 

児童福祉の充実において目指す「保育や子育て支援体制の整備」については、概ね計画に基づき進捗できています。 

  認可保育所数：18施設  児童定員 ：1,087人 待機児童数（H24.4.1 現在）：0人 

  児童館(センター) ：8施設 放課後児童クラブ：2 ヶ所 放課後児童クラブ利用児童数：8,470人（延べ） 子育て支援センター：１ヶ所 

施策（事業）の実施状況 

□多様な保育サービスの充実 

計画に基づき保育サービスの充実が図れています。 

□在宅児も含めた子育て支援の充実 

支援体制の整備は図れましたが、利用状況の硬直化等により一部事業で見直しが必要となっています。 

□経済的支援の充実 

  保育料軽減事業については、子育て世帯の負担の軽減となり、子育て支援対策・少子化対策として有効な事業、市と県とで１／２を負担する事業

であり、継続実施が望ましいのですが県の動向により左右される事業となっています。 [児童手当：市民課担当、乳幼児医療費助成：国保年金課担

当]  

□子どもの安全と人権の確保 

  要保護児童対策協議会を構成する関係機関が連携し児童虐待防止と健全育成を図るため毎月開催する実務者会議、個別ケース検討会議、代

表者会議等を実施、児童の保護・見守り、保護者への助言指導等を行っています。 

□援助が必要な子ども･家庭への支援 

経済情勢もあり、就業支援は実施しているものの就職できた例は少ない状況です。 

    

（市民意見の分析） 

②児童福祉の充実 

市民アンケート結果で注目すべき点は、問 11－3 の「子育て環境が充実しているか」につい

て、子育て当事者年代の 30 代で 56.3％と否定的評価となっており、問 11－8「青少年が健全に

育成されているか」について、こちらも当事者の 10 代～20 代で 56.1％と否定的評価となってい

る点です。また、問 12－3「福祉活動への参加」については、各年代とも低い参加率となっていま

す。これらのことと保育所・幼稚園等の入所状況、小学校区における児童館の利用状況等を照

らし合せてみると、子育て世代は地域の方々との交流の機会が少なく、在宅で保育する家庭へ

の支援が十分で無いこと、また、児童館の入所対象外となっている小学校高学年の放課後等の居場所づくりと中学生や支援団体等が集い、利用でき

る異世代交流施設等が必要となっていること等が考察できます。 また、「福祉サービスや相談体制の満足度」において、50代が60.6％と否定的比率が

高いのは、職場や生活環境・健康面等で変化をきたす初期段階（グレーゾーン）での相談に対応できていないことが想定できます。このことから保健・医

療・福祉等各種相談業務において担当者のスキルアップを図る必要があると思われます。また、相談窓口がその業務を担当する体制となっているた

め、相談対応等に納得がいかない場合でも再相談できずに不満感が残ってしまっているように考えられます。 

 

課 題 ②児童福祉の充実 

少子化が進行中であり、また、地域経済が低迷による非正規雇用の増加は家計へ及ぼす影響も大きく、生計維持等のための共働きが増加し、ワー

ク・ライフ・バランスの確保という観点から今後も保育需要は増加するものと思われます。 

また、働き方の多様化、加えて昨年度は原子力発電所の事故等による電力需給調整による就業時間の変更への対応等のため、休日保育及び病

児・病後児保育等の保育サービス事業や就学児童に対する放課後児童クラブ事業等、子育て支援事業のニーズが高まってきていますが、実施主体と

なる民間保育所、幼稚園、その他支援団体等の施設基盤強化と保育士等の人材確保が必要となっています。 

現在、国会で社会保障制度改革・少子化対策の一環として、子ども・子育て新システム法、認定こども園法の一部改正及び関係法律の関係整備法

の３法案が、一括審議入りされており、その動向を注視しながら、今後、制度改正等に適正に対応し、施行に向け準備を進めることが必要となります。 

地域の子育て支援の総合的な推進のため、市に対し業務量・給付・事業内容、施設の指定等に係る支援計画の策定及び 5 年ごとの見直しが義務

付けとなり、保護者や地域住民とが一緒になって地域の子育て支援の充実を図ることとされており、また、3 歳以上児に対し、就学前児童の施設として

幼児教育と保育を一体的に行い小学校へスムーズな移行を図るため認定こども園の移行推進施設型給付の導入について、国の財源の一元化等も含

めて、現在の幼児教育・保育の体制が変更されることとなります。 

要保護児童対策としては、実務者（教育・保健・福祉の担当者）間の情報の共有化が図れてきていますが、発生予防・見守り体制の強化のために

は、地域との連携が不可欠であり、地域での体制の強化が必要となっています。 

ひとり親家庭への支援事業としては、主に医療費や児童扶養手当等の家計に対する直接給付的な支援であり、労働環境改善・子育て力・生活力の

向上のための支援等ができていない状況です。 

後期計画

に て 加 え

る・省く施

策 

②児童福祉の充実 

子育て支援を基本に、環境整備（サービス事業の充実）家庭への支援、経済・自立支援の３つの視点から計画の見直しをしました。 

・実施主体の市民に地域住民と保育所・幼稚園を加え、多様な主体による地域全体で子どもを育てる体制の整備を目指します。 

・前期計画では、就学前児童を中心とした事業計画に就学児童も含めた計画とします。 

・１－３福祉の充実 ⑤ひとり親家庭への支援の充実 子育て中の支援を必要とする家族形態の一つと捉え、本項目に統合することとします。 

主な役割分担 

変更 市 民 豊かな人間性を育む自立した家庭の形成、地域における子育て支援活動への参加（加える） 

 行 政   子育て支援体制の充実と地域での支援活動の推進 

新設 保育所（園）、幼稚園 等 多様な子育て支援サービスの提供 

目標達成に必要な施策と主な事業 

□多様な保育サービスの充実 

追加 病児・病後児保育事業  [市・保育所・

幼稚園等] 

保護者の休暇が取れない等やむを得ない事情により、病児・病後児を一時的に保育します。 

 休日保育事業  [市・保育所・

幼稚園等] 

保育所、幼稚園等に入所している児童について、日曜、国民の祝日等に家庭で保育で

きない場合に、保育をします。 

移動 保育所地域活動事業   世代間交流の充実（新設） 

□在宅児も含めた子育て支援事業 

追加 未就園児教室の充実 [市・幼稚園

等] 

幼稚園入園前の児童と保護者に体験学習の場を提供します。 

（市民アンケート結果） 

□「保育サービス、子育てへの支援」への満足度 

満足 50.3% 不満足 36.4% 

□「子育ての環境が充実している」への回答 

肯定的回答 47.1% 否定的回答 44.5% 
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□放課後児童対策の充実（新設）  

 放課後児童健全育成事業 [市] 共働き等で日中に保護者が家庭に居ない概ね３年生までの児童の放課後の遊びや

生活の場を提供します。 

 児童館、児童センター事業 [市]   児童の健全育成の場を提供します。 

□世代間交流の充実（新設） 

移設 保育所地域活動事業 [市] 保育所を地域の子育て支援の拠点として、世代間交流や異年齢児交流、育児講座等

を行います。 

 世代間交流事業 [市]  児童館等で、地域の高齢者と児童が昔遊びを通じてふれあう交流事業を推進します。 

□経済的支援の充実 

移設 ひとり親家庭等医療費助成 [県・市] ひとり親家庭等の児童及びその父又は母の健康保持と福祉の増進を図るため、医療

費を助成します。 

□子どもの安全と人権の確保 

新設 人材育成事業  [市]  専門的知識を有する支援員の養成により、地域での相談・支援体制の充実を図ります。 

援助が必要な子ども・家庭への支援 

移設 ・母子自立支援員による支

援 

[市]   母子家庭等のひとり親家庭に対し、職業能力向上や求職活動の情報提供等の相談・

支援を行います。 

廃止 障がい児支援    [市・保育所・

幼稚園等] 

【平成２４年４月の障害者自立支援法改正により、障害児も含めた支援体制の一元化

が図られることとなったため。】 

 

子ども・子育て支援法、総合こども園法に係る、幼保一体化への対応については、福祉部門と教育部門の双方に関連があり、国・県の方向性の確定を

待って、随時対応することを考えています。見直し後の施策と主な事業は以下のとおりです。 

□多様な保育サービスの充実 

施策 事業 事業主体 市等の取り組み 

継続 一時・特定保育事業 
市・保育所 

幼稚園等 

保護者の就労形態や疾病等事情により、一時緊急的に保育が必要となった児童を保

育します。 

継続 延長保育促進事業 
市・保育所 

幼稚園等 

保護者の就労形態や残業等の事情により、早朝や夕刻の保育が必要な児童に対し、

通常保育時間を超えて保育します。 

継続 障がい児保育事業 
市・保育所 

幼稚園等 

保育に欠ける中程度の心身障がい児を入所させ、健常児とともに集団保育します。 

新設 病児・病後児保育事業 
市・保育所 

幼稚園等 

保護者の休暇が取れない等やむを得ない事情により、病児・病後児を一時的に保育

します。 

新設 休日保育事業 
市・保育所 

幼稚園等 

保育所、幼稚園等に入所している児童について、日曜、国民の祝日等に家庭で保育

できない場合に、保育をします。 

□在宅児も含めた子育て支援の充実 

施策 事業 事業主体 市等の取り組み 

継続 子育て支援センター 市 子育て家庭の育児に関する相談や情報提供等を総合的に行います。 

継続 子育て支援短期利用事業 市 保護者の疾病等により、家族における養育が困難な児童を乳児院で保護します。 

継続 ファミリー・サポート・センタ

ー 
市・市民 

育児の援助を行いたい人を組織化し、育児の援助を必要としている人に対する援助

活動を支援します。 

新設 未就園児教室の充実 市・幼稚園 幼稚園入園前の児童と保護者に体験学習の場を提供します。 

継続 子育て広場事業 市 地域において子育て親子の交流等を促進する子育て拠点の設置を促進します。 

継続 家庭児童相談室 市 子どもに関する様々な問題や悩みの相談を受け、問題解決に向けた援助を行います。 

□放課後児童対策の充実 

新設 放課後児童健全育成事業 市 
共働き等で日中に保護者が家庭に居ない概ね３年生までの児童の放課後の遊びや

生活の場を提供します。 

新設 児童館、児童センター事業 市 児童の健全育成の場を提供します。 

□世代間交流事業 

移設 保育所地域活動事業  市 
保育所を地域の子育て支援の拠点として、世代間交流や異年齢児交流、育児講座等

を行います。 

新設 世代間交流事業 市 児童館等で、地域の高齢者と児童が昔遊びを通じてふれあう交流事業を推進します。 

□経済的支援の充実 

継続 保育料軽減事業 県・市 保育所に入所している第３子以降の３歳未満児について、保育料を軽減します。 

 児童手当 国・県 【市民課対応】 

 乳幼児医療費助成 県･市 【国保年金課対応】 

継続 わんぱく家族米支給事業 市 ３人以上の子どもを養育する世帯に対し三沢産米を支給し、子育てを支援します。 

移設 
ひとり親家庭等医療費助成 

県・市 
ひとり親家庭等の児童及びその父又は母の健康保持と福祉の増進を図るため、医療

費を助成します。 

□子どもの安全と人権の擁護 

継続 児童虐待防止対策の推進 市・県 
発生予防から早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもの保護・支援等に至るまで、

関係機関・団体の幅広い参加による取組を推進します。 

新設 人材育成事業 市 専門的知識を有する支援員の養成により、地域での相談・支援体制の充実を図ります。 

□援助が必要な子ども・家庭への支援 

継続 
ひとり親家庭への自立支援 

市 
ひとり親家庭の自立と児童の健全な育成を図るため、きめ細やかな福祉サービスの展

開と就労等の支援を推進します。 

移設 
母子自立支援員による支援 

市 
母子家庭等のひとり親家庭に対し、職業能力向上や求職活動の情報提供等の相談・

支援を行います。 
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Ⅰ－３ 福祉の充実 ③障がい者福祉の充実 (P43) 

項  目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 施 策

の 事 業 の

進 捗 状 況 

（施策の現状） 

③障がい者福祉の充実 

□生活支援体制の強化 

 自立支援給付と地域生活支援は、ともに年々給付者の増加がみられています。要因として、以下の２点が考えられます。 

 1 点目として、委託契約している相談支援事業所が良好に機能しはじめていることが考えられます。 

 2 点目として、障害者相談員の設置によりサービスの提案の機会が増加したと考えられます 

□生活環境のバリアフリー化推進 

生活空間のバリアフリー化については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、公共性のある建物や道路、公園

等のバリアフリー化を推進することとしたものでありますが、障害者を取り巻く公共施設等の状況において改善の余地は未だ残されており、今後も障

害者にとってより暮らしやすい生活空間を創造していく努力をして行くことが必要です。また、障害者等の暮らしやすい街作りに対する社会意意識も

向上してきており、徐々にバリアフリー化に対する理解が図られてきています。 

ソフト面のバリアフリー化については、障害者の身体機能を獲得又は補完するための移動支援、日常生活用具給付、手話通訳派遣等の各種支援

事業を行うことで、円滑に日常生活を営めるようにしています。 

□教育支援及び就労支援の強化 

特別支援教育の推進については、市内小中学校や特別支援学校と連携を図り、障害児（者）施設、障害児児童ディサービス施設等へ連携及び

サービス提供を行っています。 

一般就労の促進については、一般企業への就労を希望する障害者に対して、就労移行支援等のサービスを提供していますが、一般就労になか

なか移行できないのが現状です。 

福祉的就労の促進については、個々の能力をよく把握し、就労移行支援や就労継続支援、地域生活支援センター等の適切なサービスへとつな

げるようにしています。 

福祉的就労の促進に関する情報としては、平成 20 年度にパン工房「ありす」が、平成 22 年度に障害者就労トライアルセンター「ボイス」が市内に

就労移行支援事業所を開設しており、一般就労を目指す障害者が訓練を受けています。訓練に約 2 年間を要することから、大きな就労効果を得ら

れるのは今後となります。 

 

（市民意見の分析） 

③障がい者福祉の充実 

市民アンケートの「市の福祉サービスや相談体制に満足している」の項目では、「あまりそう思わな

い」、「そう思わない」の否定的な意見が５１％を占めるといった結果となったことから、より市民に好感を

持たれる明るくはきはきとした態度で相談にのるのは勿論ですが、より能動的に的確なサービスプランを

提示して行くといった姿勢を心がけることも必要と思われます。 

 

課 題 ③障がい者福祉の充実 

□生活支援体制の強化 

課題としては、次の２点が考えられます。 

1 点目として、十分な給付が受けられていない障害者が多く適切で効果の高いケアプランの提案や体制作りが急務であると考えられます。 

2 点目として、手続きを障害者にとって簡易なものにする必要があると考えられます。 

□生活環境のバリアフリー化推進 

必要性は理解されているところですが、財政的な面から、遅れ気味です。 

□教育支援及び就労支援の強化 

就労移行支援等のサービスを提供していますが、一般就労になかなか結びついていない状況です。職親委託制度の拡充を図る必要がありま

す。 

 

 障害者福祉全体として、以下のことが考えられます。 

 過去においては、障害者自立支援法に基づいた給付等の事業が過渡期に在り、その全体像がよく理解されないままに前期基本計画に組み込まれ

たように思われます。また、徐々に障害者自立支援法に基づいた給付等の事業が浸透してきましたが、その過程において計画の見直しをすべきであ

ったように思われます。現在においては、相談支援事業所が、良好に機能しはじめたことや障害者相談員の設置によりサービスの提案の機会が増加

した自立支援給付・地域生活支援、双方とも給付者の増加が毎年続いています。さらには、十分な給付が受けられていない障害者も認められることか

ら、適切で効果の高いケアプランの提案や体制作りが急務であるとともに、そうした「手続き」を障害者にとって簡易なものにする必要もあり、後期基本

計画においては、そうした反省も踏まえ、計画を見直す必要があると考えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「障がい者への支援」への満足度 

満足 44.9% 不満足 42.3% 
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後 期 基 本

計画にて加

える・省く施

策 

③障がい者福祉の充実 

基本的に施策全般を見直したいと考えています。 

前期基本計画の施策 

施策 事業 事業主体 三沢市の取組 

生活支援体制の強化 

自立支援給付の充実 国 
 障がいの種類を超えた共通のサービスを提供し、障害のある人が地域で安心し

て暮らせるように支援します。 

地域生活支援の充実 市 
 障害者（児）が有する能力及び定期性に応じ、自立した日常生活又は日常生

活を営むことができるように支援します。 

生活環境のバリアフリ

ー化推進 

生活空間のバリアフリ

ー 
市 

 公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、民間事業者や各種団体、市民

等に対しバリアフリー化の意義について理解促進を図ります。 

ソフト面のバリアフリー 市 
 障害者にとって外出や社会活動においてバリアとなっているもの（こと）の把握

に努め、それを取り除くための取組を推進します。 

教育支援及び就労支

援強化 

特別支援教育の推進 市 

 特別支援学校及び関係機関との連携強化等による特別支援教育体制の構築

を図りながら児童・生徒一人ひとりの能力や個性に応じた特別支援教育を推進し

ます。 

一般就労の促進 市 
 関係機関との連携により、各種適応支援制度を活用するとともに、民間企業に

対する働きかけを行うなど、障がい者の就業拡大を図ります。 

福祉的就労の促進 市 
 障がい者団体やＮＰＯ法人、近隣自治体等と連携しながら地域活動支援センタ

ーの充実に向けた取組を推進し、福祉的就労の場の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

後期基本計画において推進したい施策 

施策 事業 事業主体 三沢市の取組 

障害者医療費の助成 
重度心身障害者医療

費助成の確実な実施 
市 

 重度障害者の医療費を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

【 障害者医療費の助成 】 

 対象者：身体障害者手帳１～3級所持者（3級は内部障害がある人のみ） 

 精神障害者保健福祉手帳 1級所持者、愛護手帳Ａ所持者 

 Ｈ23 年度対象人数：563名（身障 413名・精神 78名・愛護 72名） 

 対象医療費：47,639,793 円 

 ※県 1/2 以内補助 

障害福祉サービスの

充実 

地域生活の促進 市 
 積極的にサービスを提案することで、障害のある人が地域で安心して暮らせる

よう支援します。 

就労の促進 市 就労移行支援の利用を促進し、一般就労および福祉的就労の拡大を図ります。 

特別支援学校や関係

各機関との連携 
市 

特別支援学校及び関係機関との連携強化等により適切な就労移行支援、就労

継続支援やサービスの提供へとつなげていきます。 

 

 

生活環境のバリアフリ

ー化を目指した地域

生活支援事業の充実 

相談支援体制の充実 市 

 福祉事務所に相談員及び手話通訳者を設置し、相談支援体制の充実を図りま

す。また、相談支援事業所との連携を強化し、より専門的な相談に対応する体制

の充実を図ります。 

各種給付事業の充実

（ソフト面でのバリアフリー） 
市 

 日常生活用具や移動支援事業等について利用促進を図るとともに、障害のあ

る人に対し、より有効なものとなるよう適宜、サービスの質や量の見直しをします。 

生活空間のバリアフリ

ー 
市 

公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、民間事業者や各種団体、市民等

に対しバリアフリー化の意義について理解促進を図ります。 
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Ⅰ－３ 福祉の充実 ④高齢者福祉の充実 (P44) 

項 目  政策の評価 

前 期 基 本

計 画 施 策

分 野 の 事

業 の 進 捗

状 況 

 

 

 

 

 

 

（施策の現状） 

④高齢者福祉の充実 

当市における高齢者数は、平成２４年２月現在で 8,544人、総人口に対する 65歳以上の割合である高齢化率は 20.22％となり、高齢者人口は増加

の一途をたどっており、一人暮らし高齢者も 1,190人と増加傾向にあります。【平成２３年度高齢者人口等調査結果】 

 高齢者が住みなれた地域で、活動的かつ尊厳ある自分らしい生活を送るよう支援するため、多様な高齢者福祉事業や介護予防事業、相談支援事

業等を実施しています。 

 【三沢市高齢者福祉計画第５期三沢市介護保健事業計画】 

 

（市民意見の分析） 

④高齢者福祉の充実 

 介護サービスなどの高齢者への支援については、高い関心を持たれていますが、満

足度としてはあまり評価されていません。 

 高齢者の生きがいや社会参加につなげる施策及び就労機会の充実が求められてい

ます 

 

課  題 

 

 

 

 

④高齢者福祉の充実 

 今後も高齢者人口の増加が見込まれることから、既存の各種高齢者福祉事業の充実や、高齢者の実態調査及び相談支援事業の強化を図るととも

に、介護予防事業を実施し、支援を進める必要があります。 

 また、今後は地域住民の共助（ボランティア等）による安心・安全な地域づくりによる支援体制の整備を目指す施策が求められます。 

地域でのボランティアや NPO等による市民との協働による福祉サービスの推進を図ることが重要です。 

 

後 期 基 本

計画にて加

える・省く施

策 （ 案 ） 

 

（追加する施策） 

④高齢者福祉の充実 

 協働のまちづくりにより、福祉向上と安全（防災）、生きがいづくりを推進するため、市民活動を活性化させる施策を加えます。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「介護サービスなどの高齢者への支援」への満足度 

満足 49.5% 不満足 40.8% 

□「普段の生活の中に生きがいがある」への回答 

肯定的回答 59.7% 否定的回答 36.9% 
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Ⅰ－３ 福祉の充実 ⑤ひとり親家庭への支援の充実 (P45) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 施 策

分 野 の 事

業 の 進 捗

状 況 

（施策の現状） 

⑤ひとり親家庭への支援の充実 

国の施策として、生活基盤の弱い母子家庭の生活の安定化と、養育する児童の福祉の向上を目的として母子家庭の母等に支給していた児童扶養手

当は、平成２２年度からは父子家庭の父に対しても支給されるようになりました。これは、女性の社会進出のみならず、地域経済の低迷により労働環境が

悪化し、家計の維持が困難となった父子家庭が増えたことにより、支援の対象に加えられたものです。 

しかしながら、突然のリストラ、再就職での非正規雇用による給与費の減額、求人の減少等は、全ての労働者が同じ雇用環境にあり、生活や子育て基

盤の不安定な状況は今や社会問題化しており、このことからも、子育て支援が必要なのはひとり親家庭に限ったことでは無いことが理解できます。 

現在、児童扶養手当の支給世帯は、母子家庭 633 世帯 父子家庭 45 世帯となっており、また、ひとり親医療費の受給世帯は、869 世帯で、対象者

への制度及び申請方法等については、あらゆる機会を利用して周知に努めており、給付事業は滞りなく実施できています。 

  

（市民意見の分析） 

⑤ひとり親家庭への支援の充実 

アンケート結果から、「暮らす場所を選ぶ重視項目」において、10 代～50 代の生産年齢世代では第１位に働ける場所を上げており、満足度調査にお

いては、「雇用・就労の場の確保」がマイナス 4.58 と最悪となっています。母子家庭の母が子どもを成人させ、いざ求職活動ということも少なくありません

が、現状では、なかなか職に就くことが難しい状況となっています。 

 

課 題 ⑤ひとり親家庭への支援の充実 

ひとり親世帯の母又は父が、幼い子を抱えて仕事と子育てを両立させながら生計を維持していくことは、大変なことであり、そのことを踏まえて、ひとり親

家庭には、子どもの福祉の増進・維持向上を目的とし一定程度の生活レベルが保てるよう公的支援制度や各種支援事業が実施されております。その

為、一部対象者にあっては、就労せずに給付される手当てだけで生活をし、その貧困生活のため、子ども達が将来に向けての希望やビジョンも持てずに

暮らしている状況もあり、支援の有り方の見直しが必要なケースも見受けられる一方、支援を受けながら一生懸命に子育てと仕事に奮闘している方や、共

働きではありますが非正規労働者のため、ぎりぎりの生活をしながら給付支援の対象とはなれない家庭等、様々な事情を抱え子育て支援を必要としてい

る家庭が存在しています。 

ひとり親家庭に対する児童扶養手当等の申請に係る審査では、地域住民の係わりが希薄となっており、対象者の情報収集、民生委員からの意見聴取

等の事実確認作業に時間を要すことがあり、地域見守りの体制強化が必要となっています。 

相談業務・自立支援では、直接的な支援事業を実施していないため、制度紹介と情報提供に留まっており、ひとり親世帯に対する支援対策というより

は、地域経済の活性化による雇用の創出等、求職活動をする全市民に対して、総合的な支援の取り組みが必要となっています。 

以上、ひとり親家庭の支援の充実については、計画されている支援事業は、ひとり親への支援事業として重点的に取り組むべき事項ではありますが、

給付事業を除く事業については社会問題化している事項でもあるため、他の子育て支援を必要としている家庭への事業と同様に、②児童福祉の充実の

項目に移して、推進します。 

 

 

後 期 計 画

に加える・

省 く 施 策 

（省く施策） 

大施策３－１‐⑤ひとり親世帯への支援の充実は廃止します。 

必要な施策と主な事業のうち、生活支援の推進 ・児童扶養手当、母子寡婦福祉資金貸付事業、三沢市母子寡婦福祉連合会補助金については、

国・県の事業であるため継続実施はしますが、計画から省きます。 

□生活支援の推進 

 ひとり親家庭等医療費助成については、②児童福祉の充実の中の施策である経済的支援の充実に移設して推進します。 

□就業支援の推進  

 保育所の優先的入所については、保育所入所の選考基準の項目として確立しているため、計画から省くこととします。  

 母子自立支援員による支援については、②児童福祉の充実の中の施策である援助が必要な子ども・家庭への支援に移設して推進します。 
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Ⅰ―４ 社会保障制度の安定的運用 (P46-P47) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①国民健康保険事業の健全な運営 

国民健康保険において全国的に財政運営が逼迫する中、国保の抱える構造的な問題が存在します。加入者に占める高齢者の割合が高く医療費水

準が高い、所得水準が低い、保険料負担が重い、介護給付費が年々増加することによる介護納付金（国民健康保険加入者のうち 40歳～64歳までの被

保険者が対象）の負担が増えるなどの問題があります。このような状況の中、市としてのこれまでの経緯及び対策は下記の通りです。 

 

年 度 取り組み 

平成 20 年度  広報にて特定健診の周知を行いました。 

平成 21 年度  手紙、チラシ等で対象世帯全てに発送しました。 

平成 23 年度  北浜（新森）地区においても集団検診を実施しました（82名検診、H24 も継続実施） 

平成 24 年度  個別健診実施可能医療機関として三沢市立三沢病院が増えました。（２施設→３施設） 

 ジェネリック医薬品の利用差額の通知を実施します。（９月、２５年１月の年２回実施予定）。 

 青森県市町村税滞納整理機構を設立し自治体から徴収権の移管を受け、滞納事業を迅速かつ効率的に処理することによ

り、徴収率の向上及び滞納額の縮減を図ります。 

 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

特定健康診査受診率 14.3％ 15.9％ 16.3％  

 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

国民健康保険税徴収率 ８５．３％ ８７．１％ ８７．２％ ８８．１％ 

 

 

②介護保険事業の適正な運営 

 公正で公平な介護サービス計画（ケアプラン）に基づいた給付や介護サービス利用の提供をしており、地域支援事業や包括支援事業を実施するなど、

介護予防事業にも重点を置き、介護保険事業の適正運営に取り組んでいます。 

 しかし、一方では、三沢市の総人口に占める、６５歳以上の高齢者の割合は、平成２４年２月現在で２０．２２％となっています。特に、後期高齢者の割合

は、全高齢者の５割以上であり、増加傾向にあります。 

 また介護認定率も比例して増加しており、平成２２年度末で第１号被保険者の１７．５％が要介護認定を受けており、併せて、介護給付費についても増

加の一途をたどり、平成２２年度は総額約２６億円となり、制度開始時の２．２倍となっています。 

 これら給付費などの全ての経費は保険料に跳ね返ることとなるため、料金改正となりました。（平成２４年度料金改正） 

 【三沢市高齢者福祉計画、第５期三沢市介護保険事業計画】 

 

（市民意見の分析） 

①国民健康保険事業の健全な運営 

 市民アンケートの分析によると、「各種健康診断事業の実施」については重要度が比較的高いも

のの、満足度も高いものであり、結果として優先度が比較的低い結果となっています。 

  

②介護保険事業の適正な運営 

介護に従事する人の処遇の改善が取り上げられていますが、介護保険法の改正により、介護

報酬の改正も行われており、介護職員の処遇改善は反映されています。 

 

課 題 ①国民健康保険事業の健全な運営 

特定健診の受診率向上のため、今まで実施していなかった個別検診を実施することや北浜地区にも検診車を配車するなど、新たな方策を展開しなが

ら、ジェネリック医薬品の奨励を図り医療費の抑制に努める必要があります。 

税収・税率については、例年実施している収納強化週間に税務課とタイアップしながら、夜間徴収を継続する必要があります。 

 

②介護保険事業の適正な運営 

今後も、各サービス利用の適正化を図るとともに、介護予防を推し進めていくことが必要ですが、入所待機者解消のため、市が指定権限をもつ地域密

着型介護施設の基盤整備についても、計画に基づいた新施設整備等を行い、介護サービスの供給量の確保と質の維持を図る必要があります。 

 

後 期 基 本

計 画 に 加

え る ・ 省 く

施 策 （ 案 ） 

 なし 

 

（市民アンケート結果） 

□「各種健康診断事業の実施」への満足度 

満足 60.7% 不満足 31.3% 

□「市の福祉サービスや相談体制に満足してい

る」への回答 

肯定的回答 42.9% 否定的回答 51.5% 



 

- 13 - 

Ⅱ－１  自然環境の保全 (P51-P52) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①自然環境の保全と活用 

②自然環境教育の推進 

町内会や漁協・米軍等による定期的な海岸・湖畔の清掃活動、”NPO法人おおせっからんど”や国土交通省等による仏沼・小川原湖周辺の清掃活

動、さらには仏沼保全活用協議会による仏沼の環境を維持するための火入れや水管理など、野鳥の生息に適した環境整備に向けた体制づくりが図ら

れ、おおむね計画通りの進捗となっています。 

また、”NPO法人おおせっからんど”等が仏沼周辺における野鳥生息調査や自然観察会・研修会等を開催し、これらを通して仏沼及び小川原湖の自

然や生物とのふれあい体験や自然環境教育を実施しています。 

ラムサール条約登録湿地や絶滅危惧種のオオセッカを活用した『農業と共生した賢明な利用（ワイズユース）』については、一部雪の下で育てた甘味

の強い野菜を「大雪下（おおせっか）野菜」として売り出しているものの、その他の活用事例は少ない状況です。   

（平成 23 年施策評価からの見解） 

 

（市民意見の分析） 

①自然環境の保全と活用 

②自然環境教育の推進 

  アンケート調査の結果を見ると、自然環境の保全に関するまちづくりの重要度、優先度意向は低い評価

結果となっていますが、ある程度の満足度が得られている結果となっています。 

  また、地域の自然環境の知識がある率は31.1%と全体の3分の1以下であり、年代別に見ると10～20代、

30 代が、特に低い状況であることから、今後、特に低年齢層に対する仏沼や小川原湖を含めた当市の自

然環境について、積極的な情報発信に取り組む必要があると考えられます。 

  また、三沢市地域創造ワークショップにおいては『来訪者等に対する環境整備が整っていない』『どこを

見学したら良いかわからない』などの意見が出されていたことから、今後、観察コースの設定、案内版の設

置、簡易な駐車場の整備など、利用者が訪れやすい環境整備が必要であると考えられます。 

 

課 題 ①自然環境の保全と活用 

火入れ作業については、これまで行政と北三沢土地改良区等が別々に実施してきましたが、今後は行政と北三沢土地改良区等が連携して実施する

など、効率的な火入れに向けて取り組む必要があります。 

湿地の一部乾燥化による植生変化などに対し、適正な対策が求められています。 

 

②自然環境教育の推進 

初めての来訪者が簡単に野鳥観察等をできるように、観察コースの設定や案内版の設置、簡易な駐車場など環境整備が求められています。 

小学校等の環境教育の場として活用してもらうため、“NPO法人おおせっからんど”等と連携を強化し、市内だけではなく近隣市町村の小学校等に対

しても積極的な情報発信に取り組む必要があります。 

ラムサール条約では、「賢明な利用（ワイズユース）」を提唱していることから、付加価値を高めた農産物のブランド化を進める必要があります。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①自然環境の保全と活用 

②自然環境教育の推進 

 市の内外を問わず仏沼等を多くの人に知ってもらうため、小学校等の環境教育の場として積極的に活用していただくよう PR活動を行うと共に、観察コ

ースの設定、案内板の設置、情報コーナーの充実、簡易な駐車場等の整備など、受け入れ態勢の強化並びに積極的な情報発信を進めます。 

 賢明な利用（ワイズユース）のため、付加価値を高めた農産物のブランド化を図ります。 

 自然体験型の環境教育を行っている民間団体等を積極的に支援します。 

 

（市民アンケート結果） 

□「自然環境の保全活動」への満足度 

満足 59.2% 不満足 32.7% 

□地域の自然環境の特徴を知っている 

はい 31% いいえ 66% 
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Ⅱ－２  生活環境の整備 (P53-P55) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①ごみの減量化・資源化の推進 

②環境保全活動の推進 

③公害防止対策の推進 

ごみの減量化・資源化を図るため、平成１８年度から事業系ごみの有料化を実施しました。 

市民一人ひとりの環境保全に関する意識の醸成が不可欠であることから、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）運動の推進、小学生の施設見学、広

報誌・マックテレビ等による啓発活動等を積極的に行ってきたため、ごみの排出量は年々減少傾向にあり、ごみの資源化も徐々に進んできている状況

です。 

環境保全活動については、クリーン作戦をはじめ海岸・湖岸等の清掃、花いっぱい運動、犬のしつけ教室及び地球温暖化防止講演会・上映会、エ

コツアーなどに取り組んでいます。 

悪臭調査、公共用水域汚濁調査等の公害防止対策については、北部地区において悪臭苦情が発生しているものの、概ね計画通りに進捗していま

す。（平成２３年施策評価からの見解） 

 

（市民意見の分析） 

①ごみの減量化・資源化の推進 

②環境保全活動の推進 

③公害防止対策の推進 

アンケート調査の結果を見ると、ごみの減量化・資源化の推進及び公害防止活動・環境保全

活動の推進に関する重要度、優先度は低く、ある程度の満足度が得られているとの傾向が表れて

います。 

公害防止活動・環境保全活動の推進についての居住地別の満足度を見ると、第二中学校区、

第三中学校区の満足度が低くなっていますが、これは大規模畜産事業場等の家畜排泄物の野

積みや、農家による未熟堆肥の農地への野積みなどの悪臭によるものと考えられます。 

ごみ減量に向けての取り組み実施率は 77.9%、節電・節水などのエコ活動の実施率は

86.9%、となっておりますが、『ごみのないきれいな街だと感じるか』の問いについては、肯定比率

を否定比率が上回っていることから、今後ともクリーン作戦等の清掃活動の実施やごみ集積場所

を清潔に保つための「ネット」や「ごみ集積容器」の助成等に取り組む必要があります。 

 

課 題 ①ごみの減量化・資源化の推進 

家庭系ごみの有料化を引き続き検討します。 

今後とも３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）運動の推進に積極的に取り組む必要があります。 

小学生の施設見学や広報誌・マックテレビ等による啓発活動に積極的に取り組む必要があります。 

 

②環境保全活動の推進 

 多くの市民がクリーン作戦等の清掃活動に参加できるような体制づくりが必要です。 

 ごみ集積場所の散乱等を防止するため「ネット」と「ごみ集積容器」が設置されていますが、適正な管理をするため順次更新をしていく必要がありま

す。 

 

③公害防止対策の推進 

悪臭の発生を抑制するため、今後とも関係機関との連携を図りながら悪臭場所の特定及び起因者に対する指導の強化徹底を図る必要があります。 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①ごみの減量化・資源化の推進 

ごみの減量化・資源化を推進し、限りある最終処分場の延命を図りながら３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）運動の継続的な推進や小学生を対象

とした施設見学会の開催、広報誌・マックテレビ等による啓発活動を行っていきます。 

 

②環境保全活動の推進 

家庭系ごみの有料化については、今後のごみの減量化・資源化の推移や経済状況等を踏まえながら引き続き検討します。 

環境保全に関する市民意識の一層の高揚を図るため、市民ボランティアとして広く参加と協力を求め、多くの市民が環境保全活動に取り組める体制

づくりに努めます。 

 

③公害防止対策の推進 

各種環境調査を実施し現況を把握すると共に、悪臭等の問題点等が確認された場合はその原因の究明と改善についてこれまで以上に迅速に対応

できるような体制づくりに努めます。 

 

 

  

（市民アンケート結果） 

□「ごみの減量化、再資源化の推進」への満足度 

満足 58.8% 不満足 34.1% 

□「公害防止活動･環境保全活動の推進」への満

足度 

満足 53% 不満足 37.9% 

□「ごみのないきれいな街だと感じる」への回答 

肯定的回答 43.9% 否定的回答 53% 

■ごみ減量に向けての取り組み 

はい 77.9% いいえ 20% 

■節電、節水などのエコ活動 

はい 86.9% いいえ 10.9% 
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Ⅱ－３ 基地対策の充実 (P56) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①各種障害への対応 

航空機から発生する騒音など、基地所在に起因する各種障害は日常的に市民生活に影響を及ぼしており、平穏で快適な暮らしの妨げとなっている

ことから、これら障害を軽減することが求められています。 

※ 三沢市の基地周辺対策要望 

  ・住宅防音工事の早期着工と対象施設の拡大 

  ・移転対象区域の拡大。 

  ・夜間訓練の中止や飛行訓練の規制について 

 以上の項目を航空機騒音被害対策として、防衛省へ要望活動しています。 

 

※ 要望の成果 

・住宅防音工事では、平成２２年度から樹脂製防音サッシの採用が認められました。 

・移転事業では、五川目、天ケ森・砂森の集団移転が平成２２年度で完了したほか、長年の懸案事項であった四川目３戸、五川目４戸の移転が認めら

れ、平成２４年度には個人移転が完了する見通しとなりました。 

 

住宅防音工事実施状況（件数） 

 H20 H21 H22 H23 

本体工事 124 238 37 39 

 

騒音苦情件数の推移（件数） 

 H20 H21 H22 H23 

苦情件数 478 317 271 457 

 

 

（市民意見の分析） 

①各種障害への対応 

市民アンケートの結果では航空機騒音に悩まされている方が 47.7％あり、居住地別では第三中学校

区が最も高く 60.6%、次いで第二中学校区の 59.2%、堀口中学校区の 52.3%となっています。 

 

 

課 題 ①各種障害への対応 

市民の民生安定や生活環境の保全・確保を重要な課題として、基地が所在することに起因する諸々の被害や障害の防止、あるいは軽減・解消に努

めます。 

市民アンケートの結果では、航空機騒音指定区域外である第三中学校区が航空機騒音に一番悩まされている現状を踏まえ、指定コンターの拡大

等、今後も国に対して適切な騒音対策を図るよう要望します。 

 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①各種障害への対応 

航空機騒音被害に対する市民ニーズを的確に把握すると共に、基地所在による各種障害解消のため、国に対し要請活動を継続します。 

 

 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「基地対策の活動」への満足度 

満足 41.8% 不満足 53% 

■航空機騒音に悩まされている 

はい 47.6% いいえ 50.1% 
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Ⅱ―４ 生活安全の確保 (P57-P59) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①交通安全対策の推進 

②地域防犯対策の推進 

③安心安全な消費生活の確保 

交通事故防止のため、道路反射鏡や区画線の整備をはじめ各町内会等からの要望に対して迅速に対応しています。 

各年代層に対する交通安全教室を開催し、交通ルールに関する知識の普及やマナーの向上に関する取り組みを行ったほか、交通整理員等を配置し

安全対策を強化したことにより、交通事故件数や事故死亡者数が減少しました。 

凶悪化・低年齢化している犯罪傾向に対処する為、専任補導員配置、青少年補導関係団体の支援、三沢警察署等関係団体との連携の強化を図るこ

とにより件数が減少傾向にあります。また、多様化・複雑化する消費者トラブルに対応する為、パンフレットの配布や情報提供を行ったほか、相談体制の

強化を図るために職員を積極的に研修等に参加させ、消費者問題に関するトラブルに対応しています。 

 

 

（市民意見の分析） 

①交通安全対策の推進 

②地域防犯対策の推進 

③安心安全な消費生活の確保 

青少年の育成に関して、当事者でもある１０代から２０代の年齢層の否定的比率が最も高くな

っていることから、今後は各関係機関との連携をさらに強化し、地域住民の意識の高揚を図る取

り組みを継続的に取り組んでいく必要があります。また、消費生活に関する取り組みについて各

年代層で否定的比率が高いことから、消費者被害防止に関するパンフレットの配布など、市民

が消費者トラブルに見舞われないような迅速な情報提供体制が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 ①交通安全対策の推進 

②地域防犯対策の推進 

③安心安全な消費生活の確保 

 交通安全、防犯活動、青少年の育成及び消費生活に関するトラブルを未然に防止する為の手法について、各関係機関と連携を図りながら適正かつ効

率的な対応を図る必要があります。 

 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

 なし 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「交通安全対策の推進」への満足度 

満足 54.8% 不満足 38.5% 

□「防犯対策の推進」への満足度 

満足 53.8% 不満足 38.8% 

□「消費者保護対策の推進」への満足度 

満足 49.5% 不満足 41.9% 

 

□「青少年が健全に育成されている」への回答 

肯定的回答 46.3% 否定的回答 47.6% 

□「消費生活に関する情報が適切に提供されてい

る」への回答 

肯定的回答 33.3% 否定的回答 61.5% 
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Ⅱ－５ 防災体制の充実 (P60-P62) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

《政策の現状》 

①災害への即応体制の整備 

東日本大震災の発生により自然災害に対するこれまでの被害想定が大きく覆され、当市においても地域防災計画をはじめとした災害対応の根幹部分

の見直し作業を行っています。また、大震災以降における自主防災組織数も増加してきているなど、市民の防災意識は高まっていると思われます。 

  □危機管理対策の推進 

近年、全国各地で地震や集中豪雨などによる被害が発生していることで災害への速やかな対応がこれまで以上に求められています。また、大量破

壊兵器や弾道ミサイルの拡散、国際テロ組織等の活動など平和と安全に影響を与える様々な事態への的確な対応が課題となっています。このような

災害・事態に迅速に対処し被害を最小限に食い止めるため、危機情報の一元管理と総合的な危機対応を行う危機管理体制の整備を進めています。 

□防災意識高揚の促進 

様々な災害・事態に迅速に対処し被害を最小限に食い止めるため、市民の防災行動力を高める実践的な防災訓練を実施しています。また、学校・

事業所・地域における広報活動の充実を図り、自分の身を守るための知識や情報を提供しています。 

□地域防災組織の整備 

地域における災害時の自主的活動主体である自主防災組織が東日本大震災を契機に増加しており、災害への速やかな対応の重要性が改めて

認識されています。平成 19年度の 9団体から平成 24年 4月現在で 26町内会 21団体となっており、婦人防火クラブの４団体も含めて 25団体、

組織率 34.1％となり、平成 23年度までの目標である 24％を超えるものとなっております。 

地域防災訓練への参加人数も徐々に増加し、地域の自主防災体制の強化につながっています。 

 

②消防・救急体制の整備 

前期基本計画に掲げた施策を計画的に推進してきたことで、強固な部隊の養成と機動力の整備がなされてきています。また、市民による防火意識も

高まりつつあります。 

□消防施設・設備の整備 

化学消防ポンプ自動車及び高規格救急自動車等の常備消防車両の更新整備、消防団車両の消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車

等の更新整備を計画的に実施してきたことから機動力の整備・強化が図られています。 

防火水槽・消火栓の整備を計画的に進めており、消火活動に万全を期するとともに、消防訓練施設の整備により常備消防隊及び消防団員の育成・

強化が進んでいます。 

□住宅防火対策の推進 

住宅用火災警報器の必要性が市民に浸透し始めてきたことで設置率の向上が図られており、実際に就寝中にその警報音に気付いた居住者が１１

９番通報し、無事避難した事例も発生しています。 

□防火体制の整備 

 幼少年消防クラブに係る支援体制強化については、研修会への参加等を促し指導者の育成強化を図っています。 

 婦人防火クラブの人材育成については、研修会等への参加等を促し人材育成を図っています。 

□救急体制の促進 

救急救命士の養成は計画的に実施できており、目標値の 27名に対し現在 25名の有資格者が養成されています。 

救命措置に関する市民の知識・技術の普及活動として普通救命講習会を定期的に開催し、「広報みさわ」等を活用して広く市民にお知らせすること

で救急法取得者の拡大が図られています。受講者は例年 1,000名程度となっており、前期目標の 600名を大きく上回るなど、市民レベルでの応急手

当に関する知識の普及が進んでいます。 

 

③防災設備・施設等の充実 

□防災拠点の整備 

災害に対する応急対策を迅速かつ安定的に推進するため、防災拠点の強化が求められています。そのため現行の耐震基準に適合しない防災拠

点建設物の耐震改修や非常電源設備の整備等が必要とされています。 

□災害予防対策の推進 

災害時などの時間的に余裕のない事態において住民の安全を確保するため、緊急情報を瞬時に伝達するシステムを整備したところであり、現在はこ

れらに関する周知作業を進めています。 

□応急対策の推進 

災害時における生活物資供給等の協力に関する協定を関係企業と締結することで調達・配分・配送の強化を図るとともに、災害発生直後の救援・救

護の備えとして、食料、生活必需品、救出資機材等の備蓄に努めます。また、迅速な応急対策を実施するため、各地域の防災拠点施設に無線通信機

器等を用いた情報伝達手段を確保します。 

 

（市民意見の分析） 

①災害への即応体制の整備 

③防災設備・施設等の充実 

「災害への即応体制の整備」や「防災設備・施設等の充実」に関する市民意見として、「防

災体制が十分に整備されている」との問いに対しては、肯定的回答比率が 49.6%、否定的回

答比率が 45.9％であり、肯定的回答が否定的回答を若干上回っているものの、否定的回答

も高い状況です。 

また、今後積極的に取り組むべき施策項目として、「災害対策設備、体制の充実」が 7位で

あり、市民の防災意識の高まりや、防災体制の整備及び充実への期待が伺える半面、満足度は低く、災害時の市の対応に不満や不信感を抱いているも

のと推測されます。 

このことから、これらを重要な課題として捉えるとともに、高齢者や障害者などの要援護者への対策のため、早急に町内会・自主防災組織などの地域

（団体）と行政との連携体制を構築する必要があります。 

②消防・救急体制の整備 

消防・救急体制に関する事項から市民意見を分析すると、「暮らす場所を選ぶ際に重視する項目」では、「医療の安全さ」が 2位（※40代～50代では

2位、60歳以上では 1位）となっており、医療機関への救急搬送も同様に重視されていると考えられます。 

また、満足度に関する評価では「消防、救急体制の推進」が２番目となっており、これまでの取り組みに対しては、一定の満足度あるものと考えられま

す。 

 

（市民アンケート結果） 

□「防災対策の推進」への満足度 

満足 53.8% 不満足 38.5% 

□「消防、救急体制の推進」への満足度 

満足 69.9% 不満足 23.6% 

□「 防災体制が十分に整備されている」への回答 

肯定的回答 49.6% 否定的回答 45.9% 
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課題 ①災害への即応体制の整備 

□危機管理対策の推進 

東日本大震災の経験から、各種災害・事態に迅速に対処し被害を最小限に食い止めるため、新たな被害想定に基づいた避難計画の策定や危機

管理体制の構築が求められています。また、職員の危機管理能力の強化に向けた訓練等が必要です。 

□防災意識高揚の促進 

新たな被害想定に基づいた実践的な防災訓練などによって市民の防災意識の高揚を図るとともに、災害時に自分の身を守るための知識や情報に

ついても、最新の解析結果に基づいた情報を提供する必要があります。 

 □地域防災組織の整備 

東日本大震災により防災に対する意識が以前に増して高まっていますが、小規模町内会が多いこと、高齢化が進み若年層の加入が少ないことな

ど、自主防災組織の新規結成には地域の課題もあることから、町内会単体にとらわれない各種方策を検討することが重要と考えられます。 

災害時における被害の軽減には、地域住民の組織的な初動活動が重要であるとともに、当市における防災力の向上には自主防災組織の結成が

不可欠であり、今後も組織結成促進に向け取り組む必要があります。 

 

②消防・救急体制の整備 

□消防施設・設備の整備 

市民意見の分析から、「防災体制の整備・充実」について市民が重要視していることが見受けられ、市街地の現状及び地域の消防体制を見据えな

がら、消防車両の更新、消防救急無線デジタル化や指令センターの整備など、活用可能な財源確保に積極的に取り組み効率性を考慮し整備・充実

させていくことが必要です。 

□住宅防火対策の推進 

  住宅用火災警報器の重要性が市民に浸透し始め、設置率も向上していますが、広報みさわ、マックテレビ等の広報媒体の活用や婦人防火クラブ等

との連携を強化し、更なる設置率向上を図ることが必要です。 

□防火体制の整備 

  幼少年消防クラブに係る支援体制強化については、研修会への参加等を促し指導者の育成強化を図ることが必要です。 

  婦人防火クラブ人材育成については、研修会等への参加等を促し人材育成を図ることが必要です。 

□救急体制の促進 

 救急体制の促進については、引き続き救急救命士の養成、薬剤投与追加及び気管挿管実習を行っていきますが、前期計画以上に派遣人員数を増

やし、充実・強化を図って行くとともに、広報みさわ等による広報、消防団、婦人防火クラブ等を活用した救急法の普及を図ることが必要です。 

 

③防災設備・施設等の充実 

□防災拠点の整備 

昨年度の大震災を受け、現在の防災拠点施設の適否についての検討、それに伴う新たな防災拠点施設の検討が必要となっています。また現在の

防災拠点施設についても、現行の耐震基準に適合しない防災拠点施設の耐震改修や非常電源設備の整備等についてより一層早期の実施が求めら

れています。 

□災害予防対策の推進 

緊急情報を瞬時に伝達するシステムの整備は完了しましたが、それを実際に市民に伝える防災無線については難聴地域の解消が課題となってい

ます。 

□応急対策の推進 

災害発生直後の救援・救護の備えとしての食料、生活必需品、救出資機材等の備蓄については、備蓄のための倉庫等の選定や各防災拠点施設

までの運搬方法が課題となっています。 

 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①災害への即応体制の整備 

□危機管理対策の推進 

  新たな被害想定に基づく地域防災計画の見直しや、ハザードマップの作成が必要とされます。また防災訓練をより実践的に行っていきます。 

□防災意識高揚の促進 

  市民を対象とした新たな被害想定に基づく実践的な訓練を行い、防災行動力を高めていく必要があります。 

□地域防災組織の整備 

  災害時の被害軽減には地域住民による初動時の組織的な防災活動が不可欠であることから、迅速に災害対応できる自主防災組織の結成を市全

域で促進するとともに、自主的な訓練実施の促進により防災組織のリーダー育成に取り組み、自主防災体制の強化を図る必要があります。 

 

②消防・救急体制の整備 

 前期計画を基本とした継続的な取り組みとなりますが、消防・救急体制の整備では計画的に常備消防及び非常備消防共に費用対効果を考慮しながら

整備を図るとともに、救命措置に関する知識・技術の普及では受講者目標を 1,000名とし普及を図ります。 

 防災設備・施設の整備では、前期計画の効率化を図り、消防救急無線デジタル化及び指令センターの整備については、県及び関係市町村と協議を

進め計画的に整備を図る必要があります。 

 また、インフラ整備の進展に伴い救急体制の検討を行います。 

 

③防災設備・施設等の充実 

□防災拠点の整備 

現在の防災拠点施設の適否についての検討結果によっては、新たな防災拠点施設の検討が必要となります。また現在の防災拠点施設について

も、現行の耐震基準に適合しない防災拠点施設の耐震改修の推進等の実施を検討します。 

□災害予防対策の推進 

   緊急情報を瞬時に伝達するシステムの整備は完了しましたが、それを実際に市民に伝えるための手段である防災無線について、難聴地域の解消

が課題となっていることから、音響音達調査の結果に基づき対応策の検討を行います。 

□応急対策の推進 

   備蓄のための倉庫等の選定や各防災拠点施設までの運搬方法についての検討を行います。 
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Ⅲ－１ 国際化の推進 (P65-P66) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①国際交流の推進 

□姉妹都市交流の推進 

 姉妹都市である米国ワシントン州ウェナッチ市及び東ウェナッチ市との友好的な関係の下、引き続き親善使節団の相互派遣を行い日米の友好を深

めています。 

□地域に根ざした交流の推進 

 また、米軍三沢基地内及びその周辺に居住する外国人の方々とは、ジャパンデーやアメリカンデー等の地元密着型のイベント交流を支援し、魅力あ

る国際化施策を実施しています。 

 全国的に市町村の国際交流事業が縮小されている中でも、当市への国際交流推進の期待度は依然高く、これからも多くの市民の方々が参加できる

国際交流事業の実施が望まれていることから、民間国際交流団体との連携もより強いものとし、国際社会に対応できる人材の育成を目指します。 

 

②多文化共生のまちづくり 

□情報提供と相談への対応 

 米軍三沢基地内及び周辺に居住する外国人との交流機会を増やし、異文化に対する理解をより深化させるように努めています。生活マップを“みさ

わ国際交流協会”と共に作成したほか、道路の愛称や、外国語看板設置など様々な観点から事業を実施しており、今後は、地域に居住する外国人へ

の生活情報などを、より一層効果的に発信する必要があります。 

□多文化理解の促進 

 また、三沢市に赴任してきた外国人の方に異文化理解講座を実施すると共に、各種の語学講座をみさわ国際交流協会（MIA）と共に実施していま

す。今後は、語学講座についての在り方を見直し、ニーズにあった形態にすると共に、地域人材を有効活用します。 

 また、語学ボランティアの登録状況はいまだ低いため、講座とあわせて、事業形態の見直しを行う必要があります。 

 今後は、社会のグローバル化や情報化の急速な進展に伴い、これまで以上に多様な文化が入り込んでくることも予想されることから、その時々の状

況に合わせた多文化理解情報の提供に努めます。 

 

（市民意見の分析） 

①国際交流の推進 

②多文化共生のまちづくり 

 米軍基地所在により、英語圏そのものが市域に存在するという特性、生きた英語教育の充実やより積極的

な展開を望む市民意見が感じられます。また、日常的に英語が使える場の確保やドル紙幣による買い物推

進等、海外体験の一部を市内に居ながら体験できるような場の設定を強く望んでいるように感じています。 

 さらに、第二外国語の学習機会や、第五中学校が実施している台湾交流の推進等、英語圏以外への国

際化施策推進要望もあり、事業拡大の必要性を感じます。 

 国際交流活動については、参加者がごく一部に限られている事から、参加者の拡大を図る必要がありま

す。 

 

課 題 ①国際交流の推進 

□姉妹都市交流の推進 

 姉妹都市交流については、受入れ体制を含めて新たなニーズに対応する形態に移行する必要あります。 

 基地内大学やウェナッチバレー大学などの留学についての情報発信を推進する必要があります。 

□地域に根ざした交流の推進 

 ジャパンデーやアメリカンデーを実施している三沢国際クラブ（MIC）や、その他の団体についても支援を行う必要があります。 

 国際交流を数多く行い、外国人と接する機会を増やすと共に、その中で自然と国際的感覚が養われる様な場の創出が望まれます。 

 日常的に英語が使えるような場の創設、提供が必要です。 

②多文化共生のまちづくり 

□情報提供と相談への対応 

 国際交流の進展や現行での外国人支援は、英語圏のみでの対応がほとんどを占めていることから、アジア圏も視野に入れた支援が必要です。 

□多文化理解の促進 

 語学に対する日本人特有の自信のなさもうかがえることから、まずは語学講座に力点を置き、能力別講座や理解度が高まると思われる少人数制講

習等、きめ細かな対応が必要です。 

 国際交流教育センターについては、活用されていない施設などもあることから、一層の活用が求められています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①国際交流の推進 

□地域に根ざした交流の推進 

 国際交流の進展を図るためには、多方面からの国際化が必要であることから、英語圏のみならず複数の言語圏も視野に入れた事業の展開を図る必

要があります。 

 

②多文化共生のまちづくり 

□多文化理解の促進 

 様々な機関と連携し、地域の情報を英語で発信すると共に、日本文化、地域文化についても再認識出来るよう、様々な角度から学習の場を提供する

施策が必要です。 

 国際交流事業について市内の機運を盛り上げ、英語教育の充実を測るため、外国人の通りが多い場での語学講座開設や、日本人及び外国人が日

常的に語り合え、気兼ねなく滞留できる場の創出が求められます。 

 

 

 

  

（市民アンケート結果） 

□国際交流活動への支援 

 満足度 67.7% 不満足度 24.0% 

□国際交流活動への参加の有無 

 はい 8.8%、いいえ 88.8% 
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Ⅲ－２ 教育の充実 (P67-P71) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①家庭・地域の教育環境の充実 

 近年増加している青少年の問題行動や凶悪犯罪は、家庭・地域の教育力の低下が一因であると考えられています。そのため、地域住民がボランティア

活動や家族参加の体験活動、地域の様々な課題等を解決する学習や活動などの取り組みを通して、家庭と地域の絆づくりを積極的に推進する必要が

あります。 

□家庭教育力の向上 

 家庭教育学級運営事業（ホームスクール）については、小中学校の保護者を対象に家庭教育に関する講座を学校単位で実施しています。 

 地域における家庭教育支援基盤形成事業については、幼稚園、小中学校単位で子育てに関する講座や父親参加の講座が開催され、家庭教育の

必要性が認識されています。今後も効率的に運用し、家庭教育力の向上を図る必要があります。 

□地域教育力の向上 

 ジュニア・リーダー研修会については、子ども育成連絡協議会によりジュニア・リーダーの育成が図られています。 

 子どもの祭典については、子ども会育成協議会が主体となり、異年齢の子どもたちに遊び等を通じた交流の場の提供がなされています。 

 豊かな心を育てる市民大会については、青少年の健全育成の機運を高める目的で開催されていましたが、学校、PTA 等で同様の研究大会が開催

されていることから、平成１９年度にて終了しました。 

 

②学校教育環境の整備 

 少子化をはじめとする社会情勢の変化により、児童生徒が減少している中、子供達の触れ合い、協調性、連帯意識、部活動の適正な編成、仲間意識

の向上、競争心を高める教育のほか、学校の規模や配置の適正化など、社会変化に対応した教育の充実が求められています。 

 また、児童生徒が安全で安心して学べる学校施設の整備が必要であることから、学校周辺の安全確保や施設の耐震化を推進し、計画的に補強改修

等を実施するなど、教育環境の整備を計画的に進めています。 

□学校規模の適正化 

 児童生徒の少子化に伴い、適正規模での統廃合を検討することとし、平成２２年度に小学校１校を統廃合しています。現在、小学校１校について複

式学級が２学級となっています。 

□学校施設の耐震化推進 

 地震時おける児童生徒の安全確保と地域住民の避難所となる学校施設の耐震性能を確保するため、校舎等の耐震化を推進しており、市では、平

成１８年度に耐震化優先度調査を実施し、平成２０年度において耐震診断を３校、平成２１年度は２校について行いました。また、平成２２年度から補

強改修を順次行っている状況です。更に、中学校１校については、老朽化していることから、耐力度調査を実施した結果、改築を要する建物と判定さ

れ、現在、移転新築し、地域型の小中連携教育を目指し工事を進めています。 

□学校周辺の安全確保の推進 

児童生徒の通学路の安全確保のため、環境整備を推進しており、各学校で組織する安全ボランティアが連携し活動を行っています。また、通学路の

安全確保に対する連合 PTA等からの要望について関係機関と協議を行い、改善を図っています。 

□学校教育の情報化の推進 

 学校教育の充実を図るため、教育用パソコンを新たに整備し、情報化に対応する教育を推進しており、今までリース契約であった教育用パソコンを、

平成２３年度で全て更新しています。 

 

③児童生徒の学力向上 

□学校教育指導の方針と重点の明確化 

 学校訪問事業では、市内全小中学校を訪問し、指導の方針と重点について、管理職及び個々の職員に対し直接指導を行っております。また、小学

力・知能検査については、毎年実施し、児童生徒の学習状況の把握と指導方法の工夫改善のために役立てています。 

 研究指定委託事業では、毎年計画的に指定校を定め、各校と連携・協力しながら実施しており、指定校及び参加者にとって有意義な研究会の場と

なっています。また、学校一丸となった積極的な取り組みへの指導助言を適宜行うことができます。 

□教職員の指導力向上 

 教師の指導力向上のために、各小中学校では、計画的に教科等の研修会を実施してきました。また、各校の校内研修への講師派遣や、平成２３年

度からは研究員制度を導入するなどして、延べ１５０人の教師に直接指導を行ってきました。さらに、各校の研修会や研究員公開授業では、当日だけ

でなく、事前に指導案検討会、事前打合せなども実施し、指導・助言を行いながら指導力向上を図ってきました。 

□豊かな心の育成 

 教育相談事業では、三沢市国際交流教育センター内に三沢市教育相談センターを設置し、児童生徒の不登校、いじめ、進学等の相談の他、一般

市民からの相談も受けています。また、三沢市適応指導教室も併置し、不登校の児童生徒の適応指導を行い、学校復帰を目指しています。その他

に、市内中学校には心の教室相談員を１名ずつ配置し、生徒の悩み相談や学校の教育活動の支援を行い、保護者・教職員と生徒との架け橋役とな

っています。さらに、岡三沢小学校にスクールソーシャルワーカー１名を配置し、児童生徒及び教職員のカウンセリング等を行い、関係機関との連絡・

調整により問題解決にあたっています。 

 以上の事業は、悩みや問題を抱える児童生徒や保護者等の大きな支えとなりますが、複雑な家庭環境が起因している問題もあり、個別の対応に工

夫が必要です。 

 

④創造性のある学校教育の推進 

□英語教育の推進 

 英語活動科推進事業では、毎年全小学校の全ての英語の授業に、英語を母語とするネイティブスピーカーを派遣し、小学校１年生から生の英語に

触れながらコミュニケーション能力の育成を図っています。 

 日米交流学習・国際交流サロンは毎年実施し、小中学生の英会話能力向上のためＡＬＴが主となりコミュニケーション活動を行っています。 

 小学校教員英語研修講座を毎年実施し、小学校教員が英語活動の指導法やアイデアの研修により、指導力の向上を図っています。また、中学校

教員英語研修講座を毎年実施し、基地内の高校でアメリカ人生徒に対して日本の文化について授業を行うことにより、教員の授業力と英語力の向上

を図っています。 

 さらに、外国人青年招致事業を毎年実施しており、ＡＬＴを市内全中学校に派遣しています。中学校の英語の授業において、教員がネイティブスピ

ーカーとのティームティーチングによる授業を行い、生徒の英語力の向上を図っています。 

□特色ある教育の推進 

 「総合的な学習の時間推進事業」を毎年実施し、英語圏以外の外国人を全小学校に派遣し、総合的な学習の時間において、児童が外国の文化に

触れる機会を提供でき、文化理解を図ることができています。オーストラリア、ロシア、韓国、台湾、デンマークの外国人を派遣してきました。 

 

⑤ 生涯学習の推進 

 近年、高齢化の進展、自由時間の増大など社会の変化に伴い、生涯学習に対する市民ニーズが高まると同時に、その内容も多様化・高度化していま

す。このため、今まで以上に生涯学習が充実するよう、地域に密着した趣味活動、学術活動、スポーツ活動などの支援進めるとともに、市民に対する生

涯学習機会のＰＲに努める必要があります。 
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 指導者の登録、ふれあい新聞発行、体験学習等への指導講師の派遣等幅広く学習活動の推進が図られているほか、社会教育施設の管理運営費の

負担、文化団体への補助金等の社会教育環境の充実のための事業の実施がなされています。 

□生涯学習環境の整備・充実 

 人材バンクの見直しについては、各分野の指導者を把握し、派遣事業により、サークルや町内会等の単位で指導者を呼んで学ぶことができる体制と

なっており、今後は PR等を含めより一層の人材の活用が求められています。 

□充実した学習機会の提供 

 各種講座の開催では、体験学習や弘前大学講座等、幅広い範囲に及ぶ生涯学習の一部ではありますが、学習機会の提供が図られています。 

 

（他）学校給食部分 

□農産物加工施設建設事業（学校給食センター） 

標記事業については既設センターの老朽化（昭和４８年供用開始）、近年の衛生管理基準への対応を図るなど学校給食を行うための十分な機能を

有した施設への建て替え事業であり、これまで H20実施計画策定、H21実施設計策定、H22事業認定・用地取得を終え、H23～H24建設事業（外構

含む）、H24 備品購入を年末にまでに完了し、H25.1 月供用開始の予定であり、当該事業は順調に推移しています。 

□食育・地産地消（学校給食センター） 

  食育については、市内小中学校への「食に関する出前授業」を通し、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することがで

きる人間を育てる食育の普及啓発を図っており、授業後に書いてもらう感想では食育に対する認識度の向

上が見受けられるものの、食育に対する効果、成果はわかりづらい状況にあります。 

 地産地消については、地元食材を使った新メニューの開発や毎日の給食に地元食材の導入を積極的に

進めていますが、年間を通じた安定的な供給体制の不備や価格面での折り合いなど課題も多く、地産地

消率の推移も横ばいです。なお食育の重点月間として６・１１月の給食は、積極的に地元食材を使ったメニ

ューとしており、また毎月発行の給食だよりで食育・地産地消の啓発を行っています。 

 

（市民意見の分析） 

①家庭・地域の教育環境の充実 

②学校教育環境の整備 

 市民アンケート結果より、小中学校の教育環境の整備では、満足度の評価が 60％を超えて高く、重要度も

高いことから、今後も、改修・改築等の再生整備を計画的に実施する必要があります。 

 

③児童生徒の学力向上 

④創造性のある学校教育の推進 

 「もっと英語教育を充実させてほしい」「英語ばっかりじゃなく、色々な言語の学習がしたい」「異国（アメリカ）

文化をもっとアピールすべし」「基地内施設の利用」といった、英語教育や外国文化理解に関する意見があり

ます。これは、三沢市が国際色豊かな環境にあることから、市民の願いとなっているものと考えられますが、実際に行っている取り組みの PR不足も考慮さ

れます。 

また、小・中学生が充実した教育を受けているかの調査では、「そう思う」「まあそう思う」の肯定的比率が 61.1％、「あまりそう思わない」「そう思わない」

の否定的比率が 30.7％となっています。この否定的意見は、物的、教育内容の両面から見てのことと思われます。 

 今後も継続して英語教育や外国文化理解の教育に取り組むとともに、更なる成果を上げるには、現在の英語学習の効果を測定し、教育内容の効率化

や指導法の工夫を図る必要があります。 

 また、保護者との連携を深めることも重要です。そこで、教育委員会からの情報提供や、学校と保護者の連携推進に向けての各校への指導など、今後

更に推し進めていく必要があります。 

 

⑤生涯学習の推進 

 市民アンケート調査では、多様な生涯学習環境の提供について、満足度 56.2%に対し、不満足度も 34.5％です。また、施設の充実度についても同じく

充実していると答えた回答率が 56%に対し、否定的回答も 38.5％である事から、ニーズに対応した生涯学習機会の提供に今後とも取り組むと共に、施設

についても一層の活用を図る必要があります。 

 

他：学校給食部分 

 市民意見の中には、「給食と食育を連携させるべき。」「三沢の特長あるメニューを作るべき。」などがあり、学校給食における食育・地産地消の取り組み

が認知されていない評価となっており、将来的に、積極的な情報発信の必要があります。 

 

課 題 ①家庭・地域の教育環境の充実 

 教育ニーズの多様化や情報社会の拡大により、これまでの市側が企画して受講者を集めるという手法だけでは、対応が難しくなりつつあります。家庭教

育についても、必要性を再認識させるためにも学校と協調して多くの保護者が参加する機会を通じて、学習する場の提供を図る必要が生じています。 

 

②学校教育環境の整備 

学校規模の適正化については、少子化に伴い小学校１校の複式学級が２～３学級となる現状であることから、今後、学校の統廃合も含めた検討が必

要となっています。 

学校施設の耐震化推進については、耐震化がある程度完了することから、今後、施設設備の改修など老朽化した学校施設の環境改善を含めた改

修・改築等の再生整備を計画的に実施する必要があります。 

 学校教育の情報化の推進については、学校教育の充実を図るため、児童生徒用パソコンを整備したことから、今後、教師用パソコンの整備とネットワー

クの構築化を行うと共に、教育用パソコンの更新を計画的に進め児童生徒の情報化に対応する教育を推進する必要があります。 

 

③児童・生徒の学力向上 

 学校訪問事業については、特に大規模校における教職員個々への直接指導において、時間的制約の中きめ細かい指導を行っていくための実施方法

等の検討が必要となっています。 

 また学力・知能検査結果の有効活用を図るよう指導を行っていますが、学校によって取り組み状況や職員の意識に温度差が見られることから、市内小

中学校でのより具体的な取り組みを促進する必要があります。 

 

⑤生涯学習の推進 

 社会環境の変化により、公民館、図書館など社会教育施設へ足を運ぶ若者世代の減少、受講者の高齢化も問題となっています。インターネットによる

情報発信体制の整備、社会教育に携わる専門的な職員の育成などの体制整備が必要となります。 

 

 

 

（市民アンケート結果） 

■学校教育部分 

□小中学校の教育環境の整備 

満足度：62.2％、不満足度：28.3％ 

□小中学生が充実した教育を受けて

いる肯定 61.1%、否定 30.7% 

 

■生涯学習部分 

□多様な生涯学習環境の提供 

満足度：56.2％、不満足度：34.5％ 

□図書館や公民館などの社会教育施

設が充実している 

肯定 56.1%、否定 38.5% 
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後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①家庭・地域の教育環境の充実 

 家庭、地域、学校と行政との連携を強化する必要があります。 

 

②学校教育環境の整備 

 課題の中で取り上げた学校規模の適正化については、児童生徒の少子化に伴い、今後、小学校１校の複式学級が２～３学級となる現状であることか

ら、学校の統廃合も含めた検討を行うものです。また、学校施設の耐震化推進については、耐震化がある程度完了することから、今後、施設設備の改修

など老朽化した学校施設の環境改善を含めた改修・改築等の再生整備を計画的に実施します。 

 また、学校教育の情報化の推進については、今後も、教育用パソコンの更新を計画的に進め児童生徒が効率的・効果的にパソコンを活用するととも

に、ネットワークも活用しながら情報化に対応する教育を推進します。 

 

④創造性のある学校教育の推進 

 小・中学生ホームステイ事業は、参加児童生徒の減少から、英語教育推進委員会により平成２０年度から事業の休止が決定しました。その後、継続事

業として平成２２年から、英語コミュニケーション能力向上のため、小中学生を対象として「国際交流サロン事業」を実施しています。 

 

⑤ 生涯学習の推進 

 社会教育主事など有資格者の育成を図るとともに、公民館、図書館の指定管理者と連携を強化します。社会教育施設の大半が昭和 50 年代に建設さ

れ老朽化が進んでいます。施設の在り方を見直すと共に、建替えや改築などの施設の更新、設備の更新も随時必要となります。 

 

他：学校給食部分 

 従来の食育と地産地消に新給食センターの見学・研修等を加え、かつＨＰによる情報発信を積極的に行い取り組みの充実を図ります。 
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Ⅲ－３ 文化の振興(P72-P74) 
項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 

政 策 の 進

捗 状 況 

（政策の現状） 

①芸術活動への支援 

 文化協会を通じて各文化団体への支援等、文化団体の発表の場の確保がなされています。 

□文化活動における発表及び鑑賞 

 市民文化祭については、文化協会が中心となり例年展示・舞踊発表など市民の芸術文化の発表の場として活用されています。一方では、観覧者の

固定化も見られます。 

 企画展については、公会堂、図書館、寺山修司記念館、各施設においてそれぞれ独自の企画展示がなされています。 

□文化活動の奨励 

 表彰事業については、市功労者表彰と併催する形で文化活動に功績のあった方々を表彰することで、文化の高揚が図られています。 

②文化財の保護保存と活用 

 本市には、歴史的・文化的価値のある文化財や郷土芸能が数多く残っており、この文化の継承と保存・活用並びに後継者の育成を図ることが求められ

ています。今後は、すぐれた文化の鑑賞機会や発表会などの活動機会の充実、団体・人材に関する環境の一層の充実と地域に根ざした伝統文化の承

継に努める必要があります。 

□埋蔵文化財の調査 

遺跡発掘調査事業の実施により、三沢市の歴史、文化の保護・保存活用が図られています。 

□文化財の保存と活用 

指定文化財整備事業について、史跡・文化財へ標柱や看板の設置により文化認識を深めると共に、文化財パトロールの実施により文化財の保存が

なされています。 

また歴史民俗資料館活性化事業の実施により、市の歴史・文化の教育的な活用が図られています。  

③特色ある文化の継承 

□伝統文化の継承 

民俗芸能公演会事業については、民俗芸能保存会への補助金と例年１月に開催している民俗芸能公演会により郷土芸能の保存継承がなされて

います。現在、民俗芸能保存会連絡協議会の事務局を生涯学習課に置き、各保存会との連絡協議の場を提供しています。 

 

（市民意見の分析） 

①芸術活動への支援 

②文化財の保護保存と活用 

③特色ある文化の継承 

 趣味の家が市民の森にあり、使いづらいとの意見がありますが、公民館活動の一環として、陶芸を始めとす

る趣味講座を開催し多様な趣味活動の機会を提供している事から、今後の活用を検討する必要があります。 

 また、市民アンケートにおいて「芸術・歴史・文化に親しむ機会の提供」の満足度、「伝統文化や歴史遺産が

大切に後世に伝えられている」についての肯定的回答はいずれも過半数を超えているものの、不満足度・否

定的回答も約 40％と高いため、一層の PR、普及活動の必要性があると考えられます。 

 

 

課 題 ①芸術活動への支援 

②文化財の保護保存と活用 

 歴史民俗資料館や先人記念館の教育的施設、寺山修司記念館や斗南藩記念観光村の観光的施設の活用方法について、後期振興計画にあたり、管

理方法の検討、所管課の整理も視野に入れた再編成が必要であると考えられます。 

 

③特色ある文化の継承 

 文化の継承では、農村部の少子高齢化により各地区において継承されている、民俗芸能の存続が難しくなりつつある側面も一部で見受けられます。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①芸術活動への支援 

②文化財の保護保存と活用 

 施設管理方法の見直し、指定管理内容、業務内容の見直しを含め、市の関与、職員の配置など幅広い視点で社会教育の各分野、公民館、歴史民俗

資料館などの運営と連携方法を模索する必要があります。 

 

 

  

（市民アンケート結果） 

□芸術・歴史・文化に親しむ機会の提供 

満足度：53.6％、不満足度：38.1％ 

□伝統文化や歴史遺産が大切に後世に伝えられている 

肯定 53.3%、否定 40.7% 
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Ⅲ―４ スポーツの振興 (P75-P76) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

 野球やサッカーなどのメジャースポーツの他に様々なスポーツが普及している中で、近年アイスアリーナを利用したアイスホッケーが新たなスポーツとして

楽しまれおり、夏場のフィギアスケートの合宿などが盛んに行われています。 

 また米軍・自衛隊などの存在により、トレーニングの施設等に対して需要は高いと考えられますが、基地内の施設を利用している方が多く、また、市内の

施設の整備状況が非常に悪いため、市施設の利用者は多くありません。 

 お年寄りには、グランドホッケー、ゲートボールが楽しまれています。 

 早朝ウォーキングなども行われていますが、参加者が固定されている背景もあります。また、米軍関係者とのスポーツ

交流は行われているものの、必ずしも活発ではありません。 

 

①スポーツ活動参加の拡充支援 

 従来から競技種目に加え、近年は気軽にスポーツを楽しめるニュースポーツが普及していますが、日常 

に定期的にスポーツを楽しめる機会を取り入れている人は限られており、定期性をもたない人たちに対して、体を動

かすことを日常生活の中に取り入れられる機会の創出が求められています。 

 また、レクリエーションの観点からは、生涯学習や福祉部門とタイアップし、また広域的な指導者・教室の整備を行

う事が有効ですが、この取り組みは成されていません。また、冬季の運動不足解消や健康づくりの観点からも事業を

実施する事が、介護予防などについても有効です。 

 

②指導者の育成 

 競技力向上のためには専門的な教育を受けた指導者及び資格取得者が必要であり、そのため各種競技では指導員の育成講習会が開催されていま

すが、参加費やスケジュールの調整等により積極的に参加できない実情にあり、行政、体育協会が中心になりバックアップ体制を確立することが求めら

れています。 

 一方、市独自に指導者を育成する事は人口規模、地理的要素の観点からも効率が非常に悪い状況です。よって、広域的な取り組みを行うべきもので

あると考えられます。また、事業実施の観点からは、生涯学習のメニュー組みと類似する部分が多い上、功労者表彰についても同様です。 

 

他：施設管理部門 

 市のスポーツ施設については、指定管理者が管理を行っており、各施設の特性に合わせて個々に事業を行っています。 

 問題点としては、指定管理期間中に定型業務内容の見直しが図られていない事が挙げられます。市費を用いている以上、一定の評価が行われるべき

であり、施設の廃止・統合の計画策定などを整備することは勿論ですが、モニタリング制度の効果的な運用が必要であると考えます。 

 但し、市のスポーツ施設については老朽化などが進行していることから、大規模な改修が必要になると考えられます。 

 

（市民意見の分析） 

 市民ワークショップでは、冬季利用可能なスポーツ施設が限られていること、体育施設の利便性の向

上が挙げられています。 

 また、市民アンケート結果においては、スポーツに親しむ機会の提供が 50％を超えていますが、不満

足度も 36％あり、健康づくりを含め、スポーツ実施の機会の提供が望まれています。また、体育施設の

利用について、体育施設が利用しづらいという意見が 55％あり、施設のソフト面、ハード面などについて

利便の向上を図る必要があります。 

 

課 題 ①スポーツ活動参加の拡充支援 

②指導者の育成 

 米軍・自衛隊関係者の転入・転出者が多い為、競技者が地元に根づきくい面があります。また、指導者自体が根付かないという側面もあります。 

 現在、施設的には目立つハードが少なく、ソフト的にもスポーツ愛好者や学校単位の部活等をサポートする制度もありません。市民ニーズにハード及

びソフトが適切に応えていない事が考えられるため、ソフトとハードでスポーツ愛好者の満足度を高める手法が必要となります。 

 

他：施設管理部門 

 施設としては、トレーニング施設や冬季のレクリエーションの場が必要です。また、福祉部門や、生涯学習部門などとタイアップした事業展開が出来て

いないのも課題です。 

 新スポーツセンターの設置、施設管理の指定管理者との対話や体育協会の育成等、課題は多くあります。 

 また、体育協会の今後の活用、行政との関わりについては喫緊の課題と捉えています。 

 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①スポーツ活動参加の拡充支援 

②指導者の育成 

（加える施策） 

 現市民スポーツ課が主体的に行っている業務を入れ込みます。 

 （仮称）三沢市国際交流スポーツセンターの建設などを考慮します。 

（省く施策） 

 各種教室、教室、について指定管理業務になる事から削除します。 

 体育協会実施事業については、この計画事業に縛られるため、内容を削除します。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□スポーツに親しむ機会の提供 

満足度：54.8％、不満足度：36.7％ 

□市内体育施設は利用しやすい 

肯定 38.3%、否定 55.0% 

 

○体育施設利用者数 

指定管理者 

社団法人 

三沢市自治振興公社より 

H19：260,990 人 

H20：287,390 人 

H21：313,493 人 

H22：292,194 人 

H23：281,607 人 
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Ⅳ－１ 雇用・新産業創出 (P79-P82) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 

政 策 の 進

捗 状 況 

（政策の現状） 

①起業化の支援 

□起業等の促進 

 新産業トライアル支援事業については商工会とともに企業を対象にアンケート調査を実施しましたが、新分野への進出は、ノウハウ、リスク、資金面、

マーケティングなど、様々な課題を乗り越える必要があるほか、震災の影響により、企業の体力が落ちている中においては、一朝一夕に進まない現状

にあります。 

 地域資源活用型新商品開発支援事業については、農商工連携を軸に新商品開発を検討しており、大玉にんにく（新分野トライアル）、ごぼう茶（新

規創業）などのほか、ほっき丼、パイカ鍋等の食に関する新商品化開発のほか、炭を活用したアレンジメント、汚泥の堆肥化など、民間レベルで進んで

きています。しかしながら、雇用の拡大、市内経済の活性化には、まだ繋がっていない状況にあります。 

□起業家の支援 

 創業支援資金融資事業については、新規創業者が融資を受けやすくするための預託ですが、県も同様の事業を実施しており、ニーズが無く、H19

年以降利用実績も無いため H24 年度から廃止をしております。 

 

②産業高度化の支援 

□異業種交流の促進 

 交流促進事業については、八戸高度技術センターにおいて、製造業の高度技術の研究や異業種間の情報交換が行なわれていますが、一部の製

造業の企業のみの参加となっており、充分に活用がなされていない状況です。また、市内においては、誘致企業懇談会を開催し、市内誘致企業の情

報交換を行なっていますが、新戦略につながるような発展的な事案がでていない現状です。 

□事業主の支援 

 近代化資金融資事業高度化を図る上で必用な資金面をサポートするもので、経営安定の側面や、将来の産業構造の変化に対応するための支援と

して活用されている状況です。 

 

③労働環境の改善 

□普及・啓発活動の促進 

 事業者・勤労者に対する普及啓発活動については、機械化、IT 化といった労働環境が変化する中、労働安全衛生週間や労働安全衛生大会を契

機とした普及活動のほか、若手職員向けセミナー、中堅職員向けセミナー、新入社員教育講座を実施し、スキルアップを図り、企業の経営安定ととも

に労働環境の改善に寄与しているものです。 

 優良事業者、優良従業員、卓越技能者の表彰については、雇用の安定、魅力的な職場づくりに寄与しているものであり、ひいては社員スキルの向

上、企業の安定経営に寄与しているものです。 

 勤労者に対する労働相談については、労働環境の改善のため、労働条件等のトラブルに対する様々な相談を想定していますが、年に数件ほどの相

談があるのみです。 

 

④企業の誘致 

□立地環境や施策についての情報発信 

 企業誘致促進 PR 事業、市ホームページリニューアル事業、空き物件等情報発信事業については、未実施であることから、細谷工業団地の道路整

備が完了した後に工業用地の PRを進めていく必要があります。 

□立地環境・優遇措置の充実 

 工業団地整備事業については、細谷工業団地は市有地であり、立地希望の企業への即応性が高いものと考えています。現在は、道路整備を進め

ている最中であり、土地の利便性が向上されることは、新規企業を誘致する上で優位となります。 

 新工業団地整備事業については、集団移転跡地の有効活用を目指していますが、航空機産業の誘致やメガソーラーの誘致など、現在、進めている

取り組みの進捗状況に応じて、対応していくこととしています。 

 立地企業に対する優遇措置については、誘致に際しての、優位なファクターとなっており、立地した企業の経営安定と市民雇用の観点から、効果を

挙げています。  

 

（市民意見の分析） 

 市民アンケートにでは、雇用・就業の確保、産業・企業の誘致については著しく満足度が低くなっています。これは、世相を反映している事が考慮さ

れ、雇用創出や企業誘致についてのニーズが高い事が伺えます。 

 市民意見の中で、三沢は家賃が高く、中心市街地で商売がしにくい状況ではないか？とのことですが、交

通量や、商店街の商品販売高、魅力度と比較して、家賃が高いと感じているものと思われます。 

 企業誘致について、環境整備に力を入れるべき。という意見については、道路整備、用地整備等が考えら

れ、誘致に際し優位に働くこととなると思われますが、震災後、エネルギー問題を含め、東北全体の産業構造

が変化している中、整備に係る投資に対し担保がないため、最小限の整備に留まっている状況と考えられま

す。 

 

課 題 ①起業化の支援 

 起業化の支援については、産業構造が変化している中、異業種への参入や時代にあった事業展開が必要です。 

④企業の誘致 

 遊休地の有効活用を図り、工業団地の整備やメガソーラー、地域性を鑑み航空機産業の誘致などを検討していますが、移転跡地等の国有地の利用

制約、騒音問題、航空法上の諸問題等により、事業が進まない状況です。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

 

 住民意見に出ているとおり、雇用や産業活性化に対する市民の要望は強いものです。 

 市では、厚生労働省の委託事業である雇用創造推進事業を H24 年度~H25 年度で実施することとしています。事業のメニューには、新規創業支援、事

業拡大のメニューを掲げ、起業化支援を行うこととしており、その後はこの実績を踏まえ、より実践的な事業を実施することとしたいと考えています。 

 空店舗対策としては、出店リフォーム補助金を新設し、新規開業支援を実施しています。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□雇用・就業の場の確保 

満足度：18.7% 不満足度：74.4% 

□新たな産業・企業の誘致 

満足度：19.1% 不満足度：73.9% 
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Ⅳ－２ 農業の振興  (P83-P87) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①担い手の育成と確保 

□認定農業者の育成 

 農業青年会議等への支援や就農計画書の作成に関する相談や支援により認定農業者数の着実な増加が見られています。 

□農業後継者・新規就農者の支援 

 三沢市の農業就業人口については 50歳代以上の就業者が多く、若い世代の育成が課題となっています。 

□資金制度の活用 

 また、一方では、制度資金融資への一部助成や農業機械導入事業の推進などにより、経営の安定化ならびに省力化が図られている状況です。 

 

②販売流通の拡大 

□出荷体制の整備 

 長ごぼう冷蔵貯蔵施設、人参洗浄選別施設の完成により作業時間の短縮、安定出荷体制の確立が構築され、農家経営の安定に寄与しています。 

 また、食肉処理センターは、平成８年の新築稼働以来、順調な経営で推移してきているものの、施設の老朽化・激変する食肉情勢に対応すべく大規

模改修事業に着手し、今後畜産業のみならず、地域経済の更なる活性化が大いに期待されるものです。 

□消費者のニーズ把握とコミュニケーション 

 ソフト面では、市民農園の開設により、市民の食に対する関心を持つ機会の提供や、約２０年に亘る修学旅行生による農業体験実施などにより、多く

の消費者の農業に対する理解が浸透しています。 

□地産池消の推進 

 ほっき丼やパイカ料理など地域の特産品を活用した地域グルメの創出・支援を行うとともに、ごぼう茶、ごぼうアイスなど加工品の商品開発、販売支援

を行い、併せて地産地消フェアなどの各種イベントやＰＲ冊子などにより、その認知度アップを図っていますが、今後は地域ブランド化などより他地域と

の差別化を図る取組みが必要となっています。 

 

③循環型農業の推進 

□環境に配慮した土作り 

 近年消費者の食に対する関心が非常に高まっていることから、エコファーマーの推進を進めてきた結果、平成１８年度から約１．５倍と大幅な増加を

みるとともに耕畜連携の推進が図られ、良質な土づくりも展開されています。 

 

④生産基盤の整備 

□農業基盤の整備 

 北三沢地区の大区画圃場整備事業ならびに湛水防除事業が一部着手されると共に、農村振興総合整備事業は平成２３年度をもって完了し、生産

性の向上のほか地域の環境基盤が改善されています。 

 また、農道の簡易舗装は、平成６年度から実施しており、実施延長に対し荷痛み防止などの効果は非常に高いものの、要望に追いつかない状況に

あります。 

□畜産環境の整備 

 また、家畜防疫については着実な実施を行っており、特に高病原性鳥インフルエンザの防疫マニュアルについては、他近隣市町村に先駆けて作成

するとともに、本格的な防疫演習も実施し、万全を期しているところです。 

 

⑤安定した経営の確立 

 特に当市で問題となっている耕作放棄地解消対策で、特に取り組んできた飼料米の試験栽培および古代米など新作物栽培試験のプロジェクト期間が

終了し、今後は不耕作地解消に活用されると考えられます。 

 また、新たに長いもの優良種子の増殖事業の取り組みを始めるとともに、畜産では酪農ヘルパーの助成、肉用雌牛の貸付事業を継続し、安定的な経

営を図っています。 

 

 

（市民意見の分析） 

 市民アンケート結果から、近年の TPP 問題や我が国の低い食料自給率に危機感を持っているのか、農業の重

要度、優先度が比較的高い数値となっています。 

 一方、農業者については各種補助事業の活用によって施設整備が進んでおり、概ね満足しているものと思われ

ますが、農家個々に対する情報、支援不足等があるのではないかと推測しています。 

 

課 題 ①担い手の育成と確保 

 前述したように認定農業者は、着実に増加しているものの少子高齢化により絶対的に農業者数が減少していることから、新規就農者の開拓や農地の

集約化のなお一層の推進が急がれています。 

④生産基盤の整備 

 生産基盤では、集荷施設、貯蔵施設などのほか農道整備など国庫補助事業により他市町村と比べても充実したものとなっています。しかし、一方で大

分解消されたものの湛水農地の改善、水路の安全対策、未整備農道の簡易舗装などの要整備箇所がまだまだ山積しています。 

 また、施設の老朽化の進行も目立つようになり、今後その対策が急がれるものと予想されています。 

⑤安定した経営の確立 

 また、不耕作地の増加に関する問題について、一部地区では大規模な圃場整備を進めていますが、まだまだ全体に占める割合はごく一部であり、この

ような現状から、土地改良区の運営にも大変深刻な影響を与えているところです。 

 さらに、燃油・飼料・肥料などの高騰、TPP問題など当市だけの問題に留まらず、農政を取巻く環境は厳しさを増すばかりとなっています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①担い手の育成と確保 

 担い手対策については、国の青年就農給付金事業を活用するほか、地域経営の核となる組織・人材を育成する目的で、今年度より県がはじめる農山

漁村地域経営担い手育成システム確立事業により取り組みを行うものです。 

④生産基盤の整備 

 基盤整備事業において、昨年度終了した総合整備事業に替え、新規に市内全域を対象とした総合整備事業を再度立ち上げるため、細部にわたり基

礎調査を進め生産環境の充実を図ります。 

⑤安定した経営の確立 

 不耕作地問題については、今年度より実施する農業振興計画の変更の中で主要となる土地利用計画でも検討し、解消の方策を探ります。 

  

 

（市民アンケート結果） 

□農業の振興 

満足度：44％、不満足度：47.5％ 
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Ⅳ－３ 水産業の振興  (P89-P91) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 

政 策 の 進

捗 状 況 

（政策の現状） 

 当市の水産業を持続可能な生業とするために「①安定した経営の確立」、「②資源回復のための生産基盤整備」、「③水産業の拠点整備」、「④販路・流

通の拡大」に係る事務事業を実施して「水産業の振興」を図ってきました。 

 

①安定した経営の確立 

 漁業者による「技術交流会」を開催し、他地域との交流を通じて漁業後継者の経営意識や技術の向上を図り、また、経営資金の融資が円滑に受けられ

るよう「青森県漁業信用基金協会への出資」を継続して行ったことにより、資金の融通が円滑化し、緩やかですが若年の新規就業者が増加しています。 

 

②資源回復のための生産基盤整備 

 増養殖事業により設置した魚礁を管理する「魚礁等情報管理システム」を構築したことによって、データを一元管理出来ることとなり、またヒラメやマコガ

レイなどの小型魚漁獲規制を推進し、研究会開催や情報誌発行と「さけ・ます増殖事業」の経費を一部負担する支援活動により「資源管理型漁業」が進

み、根魚の漁獲量と漁獲高が安定し始めています。 

 

③水産業の拠点整備 

 「海水取水設備」や「製氷施設」の機能強化、ヒラメなどの「蓄養施設」の設置、沖防波堤や係船施設などの整備による「第３種漁港」の機能充実が図ら

れ、より安全で円滑な漁業操業が可能となってきています。 

 なお、東日本大震災により被災した施設が、被災直後に最優先で復旧されたことにより、震災以前の三沢漁港に戻りつつあり、平成 23 年度の漁獲高

は前年度並みでした。 

 但し、「水産業の拠点整備」に係る事務事業として実施した「多目的運動広場と緊急避難場所」の整備については、震災による影響で整備が完成目前

で中断している状況です。また、安全で安心な魚介類を出荷するために「魚市場や荷揚場の衛生管理の改善」が求められています。 

 

④販路・流通の拡大 

 「みさわ港まつり」や「三沢ほっきまつり」を開催し PRに努めています。 

 また市内大手スーパーでイカやヒラメ、ホッキ貝などが販売され、三沢産海産物を購入し食することができる機会づくりに努めています。 

 更に、ヒラメの神経抜きなど三沢産海産物の付加価値を高める工夫をし、三沢産海産物のブランド化を図っています。 

 

（市民意見の分析） 

 「アンケート調査」で漁業を生業としている回答者は、全体の０．７％ですが、「暮らす場所を選ぶ際に重視する項

目」では「働ける場所があること」という回答が最も多く、「市の分野別にみた現状満足度評価」では「雇用・就業の場

の確保、新たな産業・企業の誘致」の不満度が高くなっています。 

 「分野別にみた今後のまちづくりの重要度」では「雇用・就業の場の確保、新たな産業・企業の誘致、水産業の振

興」が重要度の上位にあり、優先度意向評価においても「水産業の振興」への期待度は高いと読み取れます。 

 また、「市長と語ろう住民懇談会」や「三沢市地域創造ワークショップ」でも「イカやホッキなどの地域資源の有効活用」を求める意見が出されています。 

 これらのことから、市民は「雇用や就業の場の確保」や「新たな産業や企業の誘致」のため「水産業」に期待していると推察されるので、引き続き「水産業

の振興」に努めなければならないものと考えております。 

 

課 題  政策の継続した実施。水産業を持続可能な生業とし、漁業者をはじめとして、市民が求めている「雇用や就業の場の確保」や「新たな産業や企業の誘

致」に結び付けるためには、漁業後継者、漁獲量、漁獲高のさらなる増加が求められるので、「安定した経営の確立」、「資源回復のための生産基盤整

備」、「水産業の拠点整備」、「販路・流通の拡大」に係る事務事業が引き続き実施され、「水産業の振興」が図られることが必要です。 

 特に「水産業の拠点整備」の事務事業として、東日本大震災の教訓を生かし、災害に対する防災や減災を考慮した施設整備や安全で安心な漁業活

動のために「漁港内避難計画の策定」、更には「多目的運動広場と緊急避難場所」の整備等、また、安全で安心な魚介類の出荷のため「魚市場や荷揚

場」の衛生管理の改善が求められています。 

 また、「資源回復のための生産基盤整備」では、「資源管理型漁業」を引き続き推進するとともに、活魚を出荷調整できる畜養施設の設置や鮮魚の高価

格販売のために神経抜きヒラメ等の出荷・流通・販売方法の検討が必要です。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

③水産業の拠点整備 

水産業を持続可能な生業として、漁業者をはじめ市民が求めている「雇用や就業の場の確保」や「新たな産業や企業の誘致」に結び付けるために、

「水産業の拠点整備」の事務事業に、漁業活動と魚介類出荷の安全と安心を担保する「漁港内避難計画の策定」、「多目的運動広場と緊急避難場所」

の整備計画と「魚市場や荷揚場」の衛生管理の改善計画を加えことを提案します。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□水産業の振興 

 満足度 46.3%、不満足度 44.2% 
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Ⅳ－４ 商業の振興  (P92) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 

政 策 の 進

捗 状 況 

（政策の現状） 

①商業・サービス業の高度化 

□高度化支援体制の充実 

 商業活性化誘客対策については、１００円バスによる市街地の利便性確保を図るための支援を行うこととしていますが、市立三沢病院の移転や JR

から青い森鉄道への移管などにより、商業のみならずバス路線全体の対策が必要となったことから廃止されました。 

（現在、コミュニティバスとして政策調整課で所掌） 

 市街地への誘客は、タウンマネージャーを中心に、スカイプラザ及びアメリカ広場を拠点として、中心市街地活性化基本計画のもと、取り組みを進め

ているところであり、歩行者通行量は微増しています。 

 経営支援事業は、三沢市商工会において開業、独立、新分野進出等の相談や支援を実施していますが、新規創業に結びついていない状況です。 

 商工指導団体助成事業については、三沢市商工会、青森県中小企業団体中央会に対する補助金を拠出し、当市の企業に対する経営指導、情報

提供、各種事業を提供していますが、商業販売額の増加には中々結びついていません。経済状況が厳しい中、東日本大震災の影響もあり、商業者

の売上げは伸びていない状況となっています。 

 

（市民意見の分析） 

 駐車場が少ないという意見については、中心市街地活性化の課題であることから、空き店舗や空き地の有効活用を図りたいと考えています。現在は、

アメリカ広場に臨時駐車スペースを確保しておりますが、今後は、一方通行問題を含めて検討する必要がありま

す。 

 ローカルマネーの流通は、プレミアム付地域商品券を過去２度発行しましたが、利用が大型スーパーに集中し、

商店街の販売額増加に対しては限定的でした。そのため、大型店を排除し、商品券付ショッピングラリーを実施

し、一定の効果があったものと認識しています。 

 

 

課 題 ①商業・サービス業の高度化 

 商業者から、駐車場がない、一方通行が悪い、交通手段がない、などの理由で売上げが伸びないという苦情がありますが、商店街の活性化は、各店舗

の経営者の経営努力が必要であり、まず初めに商業者が立ち上がらなければならず、次に商店街としての機能を高めるための連携があり、その経過をも

ととして行政が支援していくことが常道と考えていますが、既存の商業者の奮起を促すことは非常に困難な状況です。 

 空き店舗があると、商店街全体の機能が低下することから、空き店舗を解消するための取り組みが必要ですが、新規出店者の育成、既存商店の経営

拡大、あるいは出店する際の初期投資等の課題があります。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

①商業・サービス業の高度化 

【省く政策】 

商業活性化誘客対策は、１００円バスが廃止されコミュニティバスとなったことから省きます。 

【加える政策】 

商店街雇用推進対策・・・事業主体：市、三沢市雇用創造推進協議会 

取り組み：新規創業者育成のため、セミナーを中心に支援を行うとともに、商品開発や事業拡大の支援、スキルアップを行うことにより、雇用拡大を図りつ

つ、空き店舗解消に取り組むものです。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□商業の振興 

 満足度 21.8%、不満足度 69.9% 
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Ⅳ－５ 観光の振興  (P93-P95) 

項 目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 

政 策 の 進

捗 状 況 

（政策の現状） 

 観光の振興を構成する施策としては、①観光ＰＲの推進、②おもてなしの充実、③観光資源の活用が掲げられています。 

①観光ＰＲの推進 

 三沢市公式ガイドブック「来て！みさわ」の作成及びリニューアルを図るとともに、これを宣伝媒体とすることで、三沢のイメージアップや、観光資源一つ

ひとつのＰＲにつなげてきました。 

 特に、平成２２年１２月の東北新幹線全線開業に基づくＪＲ東日本とのデスティネーションキャンペーンや、その前後にわたり、全県的な連携を図り、県

内外で観光キャンペーンや物産展などを開催するとともに、新たに観光大使を任命するなど、ＰＲに努めてきま

した。 

しかし、多くの自治体が魅力ある観光商品を発信する中、まだまだ魅力の構築と情報発信が不十分と感じら

れます。 

②おもてなしの充実 

 おもてなし大学を創設しましたが、その内容の充実とボランティアガイドなどの推進が課題となっています。 

 なお、案内板等の設置は当面の計画分を実施しましたが、今後も必要となるものと考えられます。 

③観光資源の活用 

 ご当地グルメが観光の大きな誘客要因となっていることから、三沢ほっき丼やエアフォースバーガーの開発、

推進、定着などを図るとともに、現在取り組んでいるパイカ料理の推進などにも力を入れています。 

 また、物産品については、三沢ごぼう茶、ごぼう・ながいもアイスなどの開発、ＰＲ支援を行うとともに、おみやげガイド「味て！みさわ」を作成し、市内外

に物産品の再認識とＰＲを図っています。 

しかし、市の特徴であるアメリカンな雰囲気や寺山修司記念館、貴重な財産である仏沼、小川原湖の夕日など、まだ活かしきれていない観光資源も多

いことから、これらの推進を図る必要もあります。 

また、二次交通の整備については、市内観光関係機関等で構成する研究協議会を設置し、２年間にわたり検討してきましたが、利用者の絶対数が増

えなければ、持続可能で効果的な二次交通手段が見いだせない状況であり、冬季シャトルバスについては廃止となっています。その中でも、観光バス、

レンタカー以外に、各施設を定額で回れる観光タクシーや貸し自転車などが創設されるなど、観光客の選択肢はやや広がりをみせています。 

なお、多くの施策を講じていますが、経済の低迷、東北新幹線全線開業に伴う三沢駅の青い森鉄道への移管、さらには東日本大震災による東北地方

の観光客の減少などにより、以前に比べ、観光客数は大幅に減少しており、これまで以上に特徴ある観光施策を講じ、観光客の誘致を図っていく必要が

あります。 

 

（市民意見の分析） 

 アンケート調査の結果報告書にある満足度が低い一方、重要度はそれ相応にあるとの意見から、これまで

以上にその推進を図る必要があると考えています。 

 また、地域創造ワークショップの中で論じられた「観光名所が少ない」、「目玉になる観光がない」などの印

象は、三沢市の観光全体のイメージが弱いことに端を発していると考えられます。 

 一方、三沢市の強みとしては、「アメリカン」、「国際色豊かな街」などのイメージがあることから、これを活か

した観光施策を今後も講じていきたいと考えています。 

 お土産品がないなどの指摘についても、実際には既存商品の中にも魅力的な商品があるので、そのより一層のＰＲを図るとともに、新たな商品開発に

ついても支援を行っていきたいと考えています。 

 「市街地に観光施設が無い」という指摘については、観光資源を、まちなかで PRする手法についても検討します。 

 その他の指摘についても、観光客を増やす施策を講じる中で、有機的な各施設の利用やおもてなし大学の受講内容の充実なども図りながら、段階的

に対応を検討していきたいと考えます。 

 

課 題  観光の振興に関しての課題は以下の通りです。 

・ 観光地としての三沢市のイメージを明確に構築するための観光構想、戦略などが必要です。 

・ 市の特徴であるアメリカンな雰囲気や寺山修司記念館などの既存観光施設の充実、貴重な財産である仏沼、小川原湖の夕日など、活かしきれていな

い観光資源の利活用が必要です。 

・ 観光振興と併行し、特産品のブランド化や土産品の魅力向上などにより、市のイメージアップが必要となります。 

・ おもてなし大学の内容の充実と観光ボランティアの創設などが必要です。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

 観光の振興において、以下の事項について取り組む必要があります。 

・ 観光ビジョンを確立し、三沢市の観光イメージを明確化する必要があります 

（観光協会、民間（団体）とともに取り組む事項） 

・ 観光施設及び観光資源の効果的な連動を図る必要があります 

・ 新たな観光 PRの手法を検討していく必要があります 

・ 街なかのアメリカンな雰囲気を活かした観光施策を講じていく必要があります。 

 

 

 

○三沢市の観光入込客数 

 965,169 名 

［H22 青森県観光入込客統計より］ 

H18：1,540（以下単位：千人） 

H19：1,455 

H20：1,417 

H21：1,619 

[H22 は～H21 と統計手法が異なる] 

 

（市民アンケート結果） 

□観光の振興 

 満足度 22.3%、不満足度 69.8% 

□道の駅みさわの定期的な利用 

 はい 11.2%、いいえ 86.8% 
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Ⅴ－１ 交通網の充実  (P99-P100) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 

政 策 の 進

捗 状 況 

（政策の現状） 

①高速交通網の充実 

本市は、三沢空港、三沢駅及び第二みちのく有料道路の整備などにより、広域高速交通網の拠点機能を有していますが、幹線道路のネット 

ワーク化が未整備となっていることに加えて、近年は鉄路・空路ともに利用者数が減少している状況です。このことから、駅及び空港利用者に対するサ

ービスの充実や広域的な道路網の拡充を図り、高速交通の利便性を高めることが求められています。 

三沢空港については、札幌線及び大阪線の運休により三沢空港利用者が大幅に減少しています。全国的に航空需要が低迷する中で航空会社への

要請活動や様々な利用促進活動を行ってきましたが、運休路線の復活には至っていません。三沢・東京線の平成２３年度利用者数は、社会経済情勢の

変化もあり、平成１８年度と比べ増加しています。 

（主な指標の動き） 

空港利用者数 H18 321,830人→H23 257,809人（19.9%減） ／ 東京線利用者数 H18 221,539人→H23 257,809人（16.3%増） 

人口減少や自家用自動車の普及等による公共交通機関の利用者離れにより、鉄道の利用者数は年々減少傾向にあることから、各種協議会を通じて

利用促進活動に取組んでいるものの、依然として利用者数は減少しており、より効果的な利用促進が図られるよう、地域一体となった取組みが求められ

ています。 

特に、並行在来線三沢駅についてはＪＲから青い森鉄道に移管され利便性が大幅に低下しましたが、様々な機会をとらえてダイヤ改正等の要望を行

い、徐々に改善されてきています。一方、十和田観光電鉄線についてはこれまで十和田市及び六戸町とともに施設の近代化や安全対策に対する支援

を行ってきたところですが、東北新幹線全線開業の影響等による利用者の減少により十和田観光電鉄㈱の経営環境が悪化し、平成２４年４月１日に廃止

となりました。 

（主な指標の動き）：三沢駅乗車人員 H18 526,830人（ＪＲ）→H23 371,489人（青い森鉄道） 

 

②地域公共交通の再生 

バス等の地域公共交通は地域住民の身近な移動手段として、また地球環境保全の面で有効な交通機関となっていますが、自家用自動車の普及によ

り利用者が減少し、路線存続が難しい状況となっています。このことから、住民ニーズを反映したバス等の運輸サービスの充実による利用促進や、一人

ひとりが環境及び健康に配慮した移動手段を選択するなど自主的な取り組みが求められています。 

市立三沢病院の移転や青い森鉄道三沢駅の開業など、都市環境の変化に対応した三沢市のまちづくりを支える効率的かつ効果的な地域公共交通

の活性化や再生の取り組みが課題となっている中で、平成２１年度に策定した「三沢市地域公共交通総合連携計画」に基づき、従来の１００円バスと路

線バスを一体的に見直し、平成２２年１１月から三沢市の新しいコミュニティバスとしての実証運行事業を実施したところです（コミュニティバスについては

H24 年度から本格運行へ移行）。今後は、運賃設定に係る検討を行いながら、さらなる利用促進を図り、持続可能な地域公共交通体系の構築を図る必

要があります。 

（主な指標の動き）：旧 100 円バス利用者数 H18 64,919人→三沢市コミュニティバス利用者数 H23（H23.4～H24.3）118,191人 

 

（市民意見の分析） 

各種調査・広聴活動の結果から、公共交通、特に生活交通の充実・利便性向上に対する市民ニーズは依然として高いと判断されます。ただし、今後

の施策優先度においては、雇用・産業、医療、商業、生活道路の整備等に比べ、優先度は低いものとなっています。バスについては特に第二・第三中

学校区における不満度が高くなっています。三沢駅については青い森鉄道へ移管してからのサービス低下に対する不満が高く、また地域活性化の観点

から三沢駅周辺整備に対する地域住民のニーズが大きくなってきています。 

（市民アンケート結果から）  

・暮らす場所を選ぶ重視項目で「交通の便利さ」は第４位、第二中・第三中学区では第３位となっ

ています。 

・「バスの利用促進・運行への支援」の満足度は、－2.17 点（下位から第７位、第二中・第三中学

区では不満足度が相対的に高い。）となっています。 

・今後のまちづくりの重要度では、「バスの利用促進・運行への支援」は全体で 5.69 と中位、比較

的高いのは第三中学区 6.36 と第五中学区 6.18 となっています。 

・優先度評価では 2.18 と優先度の高いエリアに位置するものの、その程度は中位にあります。 

・利用しやすさに対する意見では、三沢空港の肯定的比率 58.2%、三沢駅の否定的比率 60.3%、

市内のバスの否定的比率 68.6%となっています。バスについては特に第二中、第三中学校区で否定的比率が高くなっています（77.6%, 76.1%）。 

・今後積極的に取り組む施策では、「公共交通の充実」は 11.9%で第９位となっています。 

（地域創造ワークショップにおける意見） 

・青い森鉄道になって不便になり、駅がさびしくなった。 ・バスの路線が良くわからない、バスの本数が少ない。 

・高齢者のバス利用を無料化してほしい。 ・利用を訴えるだけでなく、利用する楽しみ方を構築する必要がある。 

（市長と語ろう住民懇談会における提言） 

・古間木地区活性化に向けた複合商業・福祉施設の整備（東古間木地区） 

・三沢駅周辺の利便性向上に向けた交通・施設等整備、１００円バス運行経路の拡大（西古間木地区） 

・コミュニティバスの路線変更、三沢駅の利用について（東部地区） 

・小川原湖を中心とした観光施設を結ぶ交通アクセスの整備（中央地区） 

 

課 題 航空需要が低迷する中、航空会社の経営環境は一層厳しくなりつつあり、運休路線の早期復便や新規航空会社の誘致は非常に困難な状況に 

あります。しかしながら、企業活動、観光振興、交流人口の拡大など地域振興における三沢空港の役割は大きく、周辺市町村と一体となった利用促進活

動や空港活性化の取組が必要となっています。 

青い森鉄道の利便性向上及び利用促進については、鉄道会社及び出資自治体として取り組むことのできる対策には限りがあります。今後は、 

三沢駅における鉄道と路線バスとの交通結節機能の強化や、交通拠点としての駅機能の整備など、総合的かつ戦略的な視点に立った公共交通の利用

環境整備を進めていくことが必要となっています。 

バスについては、ほぼ全ての路線が赤字であり、地域住民の要望に応えるため運行回数の増加や運賃の引き下げなどサービスの充実を図れ 

ば図るほど、行政負担が拡大する結果となります。このため、地域住民の公共交通ニーズに最大限対応するとともに、サービス水準と受益者負担のバラ

ンスを考慮しながら、持続可能な公共交通を確立していくことが必要となっています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

（加える施策）  

三沢空港の活性化 

（運休路線の復活を含む発着便数の拡充、空港利用促進、空港を起点とする地域振興の推進など） 

 持続可能な地域公共交通の確立 

（効率的かつ効果的な地域公共交通体系の確立、三沢駅周辺整備の推進、公共交通利用環境整備及び利用促進など） 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「バスの利用促進・運行への支援」への満足度 

満足 35.9% 不満足 58.6% 

□「 三沢空港は利用しやすい」への回答 

肯定的回答 58.2% 否定的回答 36.5% 

□「 三沢駅は利用しやすい」への回答 

肯定的回答 35.4% 否定的回答 60.2% 

□「 市内のバスは利用しやすい」への回答 

肯定的回答 27.1% 否定的回答 68.5% 
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Ⅴ－２ 都市の基盤整備推進  (P101-P105) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①市街地環境の整備 

 平成２２年度都市計画マスタープランが完成したことで、都市の将来ビジョンとその実現に向け、マスタープランを骨組みとしてまちづくりを推進してお

り、施策に掲げている事業については、その多くが着手又は完了している状況であります。また、住宅開発の促進策であります南ニュータウンが完了し、

定住化促進を図っているほか、市営住宅の建て替え事業についても計画的に進める予定となっています。 

②農村集落の環境整備 

 農業用用排水の水質保全、農村生活環境の改善等を図るため平成 9年度から農業集落排水事業を進めております。現在は西部地区及び東部地区

の供用を開始しており、残る南部地区については平成 24 年度中に整備を完了させ平成 25 年度から供用開始する予定となっています。 

③道路の整備 

 幹線道路については、防衛省の８条事業などの採択を受け、計画的に事業の進捗が図られています。また、生活道路については、防衛省の９条事

業、市単独費などにより、緊急性や地域バランスなどを考慮して各種事業を進めています。 

④上水道の整備 

 本市の水道事業は、昭和 25 年に開設され順次拡張事業を重ね現在に至っています。その一方で施設の老朽化が進み使用開始から 30 年経過する

第一配水場や、導配水管はその機能が低下してきていることから、安全で安定的な飲料水を提供できるかが課題となっています。 

⑤下水道の整備 

 本市の下水道事業は、昭和63年度に事業着手し平成23年度末の公共下水道普及率は56.7%で全国平均より約20%程遅れている現状であります。

また、雨水整備については浸水被害の恐れが顕著な地域について重点的に整備を進めてい

ます。 

 

（市民意見の分析） 

①市街地環境の整備 

 アンケート調査の結果から見ると、住宅環境の整備については、満足度比率は 48.6％で不満

足度比率の 43.6％を上回っている評価となっており、また、属性別で見ると、満足度比率が 70

歳以上で 38.6％、第５中学校区で 41.0％と全体平均を下回っている状況であります。 

②農村集落の環境整備 

 アンケート調査の結果から見ると、“農村集落の環境整備（農業集落排水）”についての満足

度は、第二中学校区 65.8％、第三中学校区 75.3％と高くなっています。また、重要度について

も同学区では高くなっていることから、重視されていることが伺えます。 

③道路の整備 

 アンケート調査の結果から見ると、“他市町村への幹線道路の整備”及び“安全で通行しやす

い生活道路の整備”のどちらも、今後のまちづくりへの重要度が高くなっている一方、優先度に

ついては、幹線道路の整備よりも生活道路の整備が非常に高くなっています。 

④上水道の整備 

 アンケート調査の結果から見ると、“安全で安定した上水道の整備”は、今後のまちづくりへの重要度が高くなっていますが、優先度については、低くな

っていることから、水の供給に関しては満足していることが伺えます。 

⑤下水道の整備 

 アンケート調査の結果から見ると、下水道の整備については、満足度比率は 63.1％となっておりますが、第五中学校区では 47.1％とやや低い評価とな

っており、整備の遅れている地域で不満が大きくなっています。 

 

課 題 ①市街地環境の整備 

 市街地周辺における土地利用について、各々の規制法により開発できない状況となっており、耕作放棄地が増加していることから、暮らしが便利で住

みやすくなるよう土地の有効利用が求められています。 

②農村集落の環境整備 

 農業集落排水の整備は平成 24年度で完了することから、今後は接続の促進に努め水洗化率の向上が求められています。（平成 23年度末の水洗化

率：65.7%） 

③道路の整備 

 未整備個所については、整備予定用地の境界未定や地形などの理由により多大な整備費を要することからその財源の確保が必要となっている。ま

た、これから益々増大する維持補修の経費についても財源の確保を図る必要があります。一方で、市民ニーズの高い市道認定基準を満たしていない道

路や私道などの整備に向けた基準策定について検討が必要となっています。 

④上水道の整備 

 人口の増加などに伴う水需要に対応するため、順次拡張事業を続け現在に至っています。その一方で、施設の老朽化が進み、特に第 1配水場及び

導配水管はその機能が低下してきていることから、災害に強い水道施設を目指し、かつ、安全な飲用水を安定的に供給できるよう、施設の管理体制及

び管理技術の継承が求められています。 

⑤下水道の整備 

 公共下水道事業の維持管理費や更新に多額の費用がかかるので、効率的な維持管理が求められているともに、汚水処理施設の長寿命化計画を考

慮しながら地域の実情に応じた整備で未普及地域の早急かつ効率的な整備が求められています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

（省く施策） 

①市街地環境の整備 

「市街地の再生」とした施策において、中央町地区都市再生土地区画整理事業が完了したことから、後期基本計画から「市街地の再生」を削除しま

す。 

②農村集落の環境整備 

南部地区農業集落排水の整備が平成 24 年度で完了するため、後期基本計画から「南部地区農業集落排水事業（鹿中・三川目）」を削除します。 

 

  

（市民アンケート結果） 

□「公園環境の整備」への満足度 

満足 64.3% 不満足 29.4% 

□「住宅環境の整備」への満足度 

満足 48.6% 不満足 43.6% 

□「安全で通行しやすい生活道路の整備」への満足度 

満足 35% 不満足 59.2% 

□「安全で安定した上水道の整備」への満足度 

満足 72.6% 不満足 21.8% 

□「下水道の整備」への満足度 

満足 63% 不満足 30.9% 

□「 自宅周辺の道路は安全で利用しやすい」への回答 

肯定的回答 38.4% 否定的回答 58.8% 
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Ⅴ－３ 高度情報化の推進   (P106-P107) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①CATVの活用 

 平成２２年度においては、共同受信施設のデジタル化改修など、放送の完全デジタル化に向けた対応を行いました。しかし施設のデジタル化に伴い

業務内容も複雑化してきたことから、特殊業務について外部委託を推進することも検討しています。 

②情報発信の推進 

 インターネットの普及状況を勘案し、平成２１年度に内部統制システムの導入、平成２２年度にはホームページのリニューアル及びシステムの変更を実

施しており、職員は、自席のデスク上のパソコンからデータの入力及び更新が可能になり、情報発信に要する時間の短縮が図られました。また、既に導

入しているシステムの利活用、更新及び文書管理システムの導入について検討している状況であります。 

 

（市民意見の分析） 

①CATVの活用 

 「後期計画策定のためのアンケート結果」の参考資料（図表 10）では、全６分野 40 項目

中、市民が回答した「優先度」において、「広報・ＣＡＴＶ」は、最下位の「国際交流」、2位の

「公園整備」に次ぐ、下から３番目でした。このことから、ＣＡＴＶについては、市民の多くは

ＣＡＴＶにこれ以上の投資・機能高度化を望んでいないと推定されます。 

 ただし、自主制作番組の内容については、ＣＡＴＶ情報課で実施した市民アンケートで様々な要望意見が寄せられており、引き続き市民の期待に添う

よう努力していきます。 

②情報発信の推進 

アンケート調査の結果から見ると、広報やケーブルテレビによる情報発信については、今後のまちづくりへの重要度が低くなっており、また、優先度に 

ついても、低くなっていることから、情報発信に関しては満足していることが伺えます。 

 

課 題 ①CATVの活用 

[第 3 期全体改修事業（財源の確保）] 

 伝送路施設は約 10 年で更新が望ましいことから、第３期の全体改修事業を５年以内に開始するため財源確保が必要です。ただし現状の、経済性

を優先した設備構成では、災害時や故障発生時における影響が大きいため、新放送法の指針に基づき、伝送路の二重化等の強化対策も併せて検

討する必要があります。 

[民間委託] 

 テレビ共同受信施設を有する当市は、自主放送だけでなくテレビ視聴全般のことについて市役所がケアしている異例の状況となっており、行革大

綱実施計画で「ＣＡＴＶ業務の民間委託の推進」が定められ、平成 23 年度より担当職員を段階的に減じつつ、委託料を増額し、番組制作、設備保

守、窓口業務などの民間企業への委託を進めています。 

 現在、まだ残っている課題としては、有料放送再送信事業における、利用者から毎月収受し配信会社へ支払っている利用料が、市の歳入歳出とな

っているため市職員の事務を要し非効率になっていること、大規模な誤徴収があれば政治・行政問題化するリスクを常にはらんでいること、提供する

有料チャンネルが無難なジャンルに制約され加入数が伸びず収益につながっていないことなどがあります。 

 よって今後は、インターネットサービスともども有料放送事業を、業務委託先会社の自主事業へ早期に移管することで、効率化、収益力の向上、魅

力ある番組の提供等を実現したいと考えています。 

②情報発信の推進 

 広報紙は、市政情報を分かりやすく市民に提供するとともに、多くの市民が市政への関心を高めるような工夫が求められています。 

 また、高度情報化社会における広報活動は、ホームページ・携帯サイトなどを最大限に活用し、積極的に情報提供することが求められています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策 （ 案 ） 

（加える・省く施策） 

①CATVの活用 

現計画の 106頁 Ⅴ－３－①ＣＡＴＶの活用 における変更案 

「目指す姿」 

前半部「ケーブルテレビやインターネットを利用した高度な情報提供環境が整備され」は、ほぼ達成された。後半部「家庭に居ながら各種行政サービ 

スの利用が可能」は、市ホームページを通じた各種申請受付けなどを想定していましたが、本人確認や手数料などの問題があるためか、進展の様子が

見られません。今後も全庁的に無理なようであれば後期計画からは削除すべきと思われます。（掲載する場合も総合計画の「①ＣＡＴＶの活用」の欄に

掲げるのは場所違いと思われる）よって「目指す姿」全体を下記のように改めます。 

「ケーブルテレビ施設が維持強化され、業務の民間委託によって、より一層効率的で自立した、市民のテレビ局となり、マックチャンネルを通じた情報

の発信・収集が盛んになっている」 

「現状と課題」「主な役割分担」「関係指標」  （後日整理検討） 

「施策と主な事業」 

①CATVの活用 

□ＣＡＴＶ施設の高度化」          → 変更なし 

事業「自主放送デジタル改修」    → 削除 

事業「ケーブルテレビ施設の双方向化（インターネット整備）」 → 削除 

事業「デジタル放送の普及」    → 削除 

事業「伝送路施設の更新・耐災害性向上」 新設 

□ＣＡＴＶ業務の効率化」      → 新設 

事業「ＣＡＴＶ事業の民間委託」 新設   → 新設 

□地域情報の充実     → 変更なし 

事業「放送番組の充実」    → 変更なし 

事業「電子広報の実施」     → 変更なし 

事業「映像ライブラリの充実」    → 削除 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「広報やケーブルテレビによる情報発信」への満足

度 
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Ⅴ－４ 市街地活性化  (P108-P109) 
項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（施策の現状） 

①市街地の活性化 

 市街地の整備改善について、公共施設や街区案内板などの英語標記事業は、公共施設には英語標記している建物もありますが、全ての施設が対応

していません。また、街区標記の案内板が不足している状況です。街区案内板設置も必要ですが、一方通行問題や空き店舗・空き地対策も行いなが

ら、商店街形成を行いつつ設置していく必要があります。また、米軍引込み線活用「にぎわいフレンドシップロード」整備については、既に整備そのもの

は完了しているものの、市街地活性化に結びつくような有効活用がされていない状況であります。 

 都市福利施設の整備については、街なか医療・福祉・介護施設整備事業については、市立三沢病院移転跡地の利用者が実施することとしており、医

療法人青仁会と契約したところであり、医療、福祉、介護の施設整備が進められる予定であります。 

街なかへの住宅整備の推進については、市立三沢病院移転跡地の利用者が、高齢者住宅を設置する予定です。利子補給制度の創設は実施していな

いが、新築・リフォーム事業を新設したところです。また、地域コミュニティ振興事業については、街づくりコンソーシアム、三沢国際クラブなど NPO 等とと

もにイベントを通じて集客を図りつつ、事業支援を行なっています。 

 商業の活性化については、集客拠点施設であるスカイプラザの整備が進められてきたものの種々の問題が重なり、テナント誘致が完了していません。

また、既存イベントも含め、アメリカ広場・スカイプラザで実施しています。(まんぷく祭 ３回実施・地域商店街活性化イベント H２４．２．１８～３．１８) 

 公共交通機関の利便性増進については、みさわ観光バスの運行を実施していますが、利用客が伸び悩んでいることから、観光施策全体の取り組みの

中で取り組む予定としており、また、中心市街地に駐車場が不足していることから、アメリカ村全体と連動した取り組みが必要な状況であります。 

  

（市民意見の分析） 

ワークショップ意見では、買い物代行システムの構築とスタンプラリーの実施が挙げられて 

いたが、スタンプラリーについては、平成２４年２月１８日から平成２４年３月１８日の期間中に

実施したところです。買い物代行システムについては、商業者の経営革新、拡大の手法に

ついてのセミナーを実施（雇用推進協議会）する予定であります。 

 

 

課題  本計画については策定当初、三沢市中心市街地活性化基本計画のもと、SKY プラザ（旧 MG プラザ）が順調に推移するという予測の中で策定された計

画であり、SKYプラザの問題で大幅に予定が遅れたところです。 

 現在は、SKY プラザの経営面の建て直しに全力を注いでいるところであり、今年度からは、ようやくアメリカ村全体を巻き込みながらの取り組みができるよ

うになってきました。 

 しかしながら、一方通行問題や、アーケードの老朽化などのハード面の問題のほか、後継者不足、新規創業が生まれてこないなど、人材不足の面の問題

が大きい状況であります。 

 商店街の人材を活用し、商業者自らが立ち上がらせる取り組みが急務であるため、三沢市雇用創造推進事業を実施し、新規創業支援、始業拡大支援を

行っていく予定でありますが、商業者をどのように参画させかが課題となっています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策（案） 

（省く施策） 

街なか居住の推進・・・市街地を含め空き家が目立っている中、利子補給制度を創設し、新規に民間賃貸住宅を街なかに立地誘導することは、 

               人口減少局面では困難であるため省きます。 

コミュニティ FM放送・・・大型映像コンテンツ提供事業・・・実施予定者が断念したことから、省きます。 

 

 

（市民アンケート結果） 

□「中心市街地活性化の取り組み」への満足度 

満足 23.2% 不満足 71.2% 

□「 中心市街地に魅力がある」への回答 

肯定的回答 14.1% 否定的回答 82.1% 
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Ⅵ－１ 地域協働の推進  (P113-P115) 
項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①地域づくり活動の支援 

 市民を対象とした「市民活動推進フォーラム」を開催し、ボランティア活動に対しての理解を深めるとともに、市民活動への参加促進を図っています。ま

た、「協働のまちづくり市民提案事業」を継続し、市民との協働によるまちづくりの推進に NPO団体やボランティア団体の活動が着実に浸透してきていま

す。 

 

②協働の仕組みづくり 

 平成２３年３月に策定した「協働のまちづくり推進指針」の具体的な施策等について、「協働のまちづくり推進懇話会」において検討を重ねてきていま

す。また、市民活動やボランティア活動する団体の情報発信や交流の拠点とした、「市民

活動ネットワークセンターみさわ」を開設し協働体制の拡充を図ったほか、市職員を対処

とした研修会を継続して開催し、市民との協働を推進する上で必要となる意識改革を図っ

ています。 

 

③男女共同参画の推進 

 市民ワーキンググループ検討会を重ね、H２４年３月に「第２次みさわハーモニープラン」

を策定し、今後１０年間推進する施策の方向を定めました。また、「女性まちづくり講座」の

開催を継続することにより、人材育成及び能力開発の推進に努めています。 

 

（市民意見の分析） 

 市民アンケートによる町内会活動への定期的な参加率は 58.4％となっており、年齢別

で参加率が最も高いのは「６０代」の 81.5％で、参加の中心は５０代以上が中心となってい

ます。また、居住地別では「第二中学校区」の参加率が 70.2％と最も高く、「第三中学校

区」「第五中学校区」が平均を上回っています。 

 

 

 

 

課題 ①地域づくり活動の支援 

 市民がまちづくりの主役である今日、市民目線のまちづくりが求められており、市民と行政の協働が今まで以上に重要となっています。また、若い世代

の地域コミュニティへの参加率が低下し、同時に高齢化により活動の中心となる人材も不足しています。 

 

②協働の仕組みづくり 

 市民活動団体の多くが団体活動の運営や情報発信、連携に課題を抱えており、活動の活性化や広がりを促進するための支援が求められています。ま

た、行政と各市民団体間、及び各市民団体同士の横のつながりが希薄であり、各市民団体とその活動内容に関する情報発信が不足しています。 

 

③男女共同参画の推進 

 社会や家庭内には、｢男は仕事、女は家庭｣という社会的性別(ジェンダー)による固定的な性別役割分担意識やさまざまな慣行などが残っており、この

ことが男女間での差別や偏見などを生み、子育てや介護などにおいても男性より女性の負担がより大きくなっているような現状があります。そのため、男

性と女性が平等で、誰もが自分らしくその人らしく輝いて生きていける環境づくりが求められています。また、依然として男性の労働時間は減少せず、そ

の一方では、出産や育児のために離職した女性の再就業が、景気の低迷等により困難な状況となっています。 

 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策（案） 

なし 

  

（市民アンケート結果） 

□地域団体の活動への支援 

満足度 52.2％ 不満足度 38.7％ 

□市役所と住民の協働のまちづくり 

満足度 39.2％ 不満足度 53.3％ 

□男女共同参画を推進したまちづくり 

満足度 42.3％ 不満足度 48.6％ 

□「 隣近所や地域の人との交流や助け合いがある」への

回答 

肯定的回答 49.3% 否定的回答 47.8% 

□「 市政に参加できる機会が確保されている」への回答 

肯定的回答 22.9% 否定的回答 70.8% 

□「あなたの行動 16 町内会活動への定期的な参加」 

はい 58.4% いいえ 39.8% 
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Ⅵ－２ 行政改革の推進  (P116-P121) 

項目 政策の評価 

前 期 基 本

計 画 政 策

の 進 捗 状

況 

（政策の現状） 

①組織体制の見直し 

 総合振興計画策定時は、集中改革プランに基づく定員適正化などにより、職員数の削減や組織のスリム化を進めました。また、平成２２年度からは新た

な定員管理計画を策定し、さらなる定員の適正化に努めているところであります。 

 新たな定員管理計画は、平成２２年から平成２７年までの５年間で全職員（病院部門を除く）の３％減を目標としています。また、住民にわかりやすく効

率的な行政運営が図られるよう組織体制の見直しを進めるとともに、緊急課題に対してはプロジェクトチーム等を設置し取り組んでいます。 

②財政基盤の確立 

 地方交付税の大幅な削減や国・県における補助金・交付金の見直し等により、厳しい財政運営を強いられ、基金残高の減少を余儀なくされてきたとこ

ろではありましたが、地方交付税については平成２０年度より増加に転じ、事務事業の見直しや国・県補助金等の効果的な活用により、平成１８年度から

基金残高が増加に転じている状況であります。 

③財政運営の効率化 

 効率的で効果的な財政制度を確立し、持続可能な財政運営を推進するために、予算編成を通じて施設の統廃合及び計画的な維持補修の検討を促

すとともに、財政運営計画の策定に伴い優先度を踏まえた計画への登載を実施しています。 

④行政経営システムの確立 

 三沢市総合振興計画の着実な推進と行財政改革を実現する方策として、平成21年4月から組織及び運営の合理化を図ることにより、市民本位且つ成

果志向型による質の高いサービスを提供するための新たな改革を進める行政経営推進プランの実施を図っています。 

⑤情報の活用と保護 

 開かれた市政をより一層推進するため、平成１９年３月に三沢市情報公開条例の全部改正を行いました。また、個人情報の適切な取扱いを図るため、

平成１８年３月に個人情報保護条例を制定いたしました。 
⑥広域行政の推進 

 交通環境及び情報通信の進展により、住民による経済活動が拡大する中で、市町村の枠組みを越えた行政需要が高まっています。このことから、上十
三地域をはじめ周辺市町村との連携を図り、広域的かつ効率的な行政サービスの提供が求められています。 
 本市のこれまでの取組としては、東北新幹線七戸十和田駅の開業に伴い、同駅の観光交流施設整備について広域圏で取組み、一定の成果を得たと
ころですが、必ずしも継続的な取組みにつながっているとは言いがたいものがあります。この他の広域圏における取組としては、定例の要望活動を実施
していますが、大幅な改善は見られておらず、手法の見直しを含めた関係市町村での検討が必要と考えられますが、協議調整は現時点で進んでいませ
ん。一方、国で進める定住自立圏構想については、本年３月に十和田市とともに共同中心市宣言を行ったところであり、今後上十三地域一体で定住自
立圏の圏域形成を進めることとしています。 

 

（市民意見の分析） 
①組織体制の見直し 

 市民サービスを効率的に提供するために取り組むべきこととして、「事務の効率化、ムダの排
除」、「職員数の削減、組織機構の見直し」、「職員の資質・能力の向上、人材育成」という回答が
多かったが、これらについては定員管理計画に基づき、職員数の適正化を行うとともに効率的な
行政運営が図られるよう組織体制の見直し（プロジェクトチーム等の設置を含む）を行い、一定の
効果を果たしている。 
 また、職員の人材育成についても「三沢市人材育成基本方針」に基づき、職場内外研修の実
施、国・県等への派遣等最新の行政手法の取得に努めているところです。これらの進展により、市民サービスを効率的に提供でき、かつ、市職員に対す
る住民の満足度が上がるものと思われます。 

②財政基盤の確立 

 アンケート調査の結果から見ると、市民サービス効率化のための行政として取り組むべきことにおいて、事務の効率化、ムダの排除、職員数の削減・組

織機構の見直し、が上位となっており、財政支出の抑制に感心を寄せています。 

③財政運営の効率化 

 ワークショップでは、公共施設が分散して不便である、人が多く住んでいる場所に楽しい施設がほしいなどといった意見があることから、施設の見直し

（再編含む）などを検討し、効率的で効果的な財政制度を確立と持続可能な財政運営の必要性が伺えます。 

④行政経営システムの確立 

 内部評価、外部評価における事務事業評価結果とは対照的に、後期基本計画策定のための市民アンケート調査結果において、行政サービスの質の

向上に否定的な比率が61.5％、市民サービス効率化のために行政として取り組むべきこととして、事務の効率化、ムダの排除が46.3％で最優先事項とし

てあげられます。 

⑤情報の活用と保護 ： アンケート調査、ワークショップでの整理なし ／ ⑥広域行政の推進 ： アンケート調査、ワークショップでの整理なし 

 

課題 ①組織体制の見直し 

 昨今における社会情勢において求められる市民ニーズや「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」等による事務の権限委譲により事務が増大していることに対応するためには、事務職のほか、専門的な免許（国家資格等）を有する職種の採用

も考えていかなければならないことから、現在の定員管理計画の見直しが必要であります。 

②財政基盤の確立 

 厳しい財政状況のなか、自立した都市経営を確立し、健全な財政運営を行なうためには、市税収入をはじめとする自主財源の確保が大きな課題となっ

ています。また、行政サービスは、市民の公平性を確保するため、受益と負担を明確にしなければなりません。 

③財政運営の効率化 

 多様化・高度化する市民ニーズに応えるため、行政改革の一環として経常経費の徹底的な削減と見直しが必要となっています。また、厳しい財政状況

となっている昨今、行政の説明責任と透明な財政運営を確保するため、財政情報を市民に分かりやすく公表する必要があります。 

④行政経営システムの確立 

 これまで中心となっていた経費抑制型の改革を継続しながらも、行政経営という新たな視点で、行政の質的改革、市民サービスの向上を図ることが必

要とされていることから、新しい公共を担う多様な主体の参加と協働による地域づくりの推進が求められています。 

⑤情報の活用と保護 

 市民と行政が一体となったまちづくりを推進するためには、幅広く行政情報を公開し、市民と行政が情報を共有することが必要です。また、大量かつ広

範囲な市民の個人情報の収集や管理、利用を行っていることから、個人の権利や利益が侵害されないよう、個人情報を厳正に管理することが求められ

ています。 

⑥広域行政の推進 

 今後、わが国では、人口減少、少子高齢化が急速に進み、地方の将来は大変厳しいものになると予測されています。国及び地方における厳しい財政

事情の中で、全ての市町村にフルセットで生活機能を整備することはもはや困難であり、選択と集中、集約とネットワークの考え方に基づき、生活機能の

確保と定住化を図るため、今後同じ生活圏に属する各自治体は相互の連携・協力体制を強固なものにしていく必要があります。 

後 期 基 本

計画に加え

る ・ 省 く 施

策（案） 

（加える施策） 

①組織体制の見直し 

行政評価等をもとに、組織等検討委員会等によって、適正な組織及び人員配置を行うための定員管理計画の見直し、人材育成、人材確保を図りま

す。 

④行政経営システムの確立 

 ＮＰＯ、市民団体、地域団体、企業等の新しい公共を担う多様な主体の参加を推進し、その代表者等が行う外部評価の実施により行財政改革の更なる

推進を図ります。 

⑥広域行政の推進 ： 定住自立圏構想の推進など 

 

（市民アンケート結果） 

□「市民の視点に立った行政運営」への満足度 

満足 35.1% 不満足 57.3% 

□「 市職員の対応に満足している」への回答 

肯定的回答 44.6% 否定的回答 51.8% 

□「 行政サービスの質が向上している」への回答 

肯定的回答 33.1% 否定的回答 61.4% 


